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第１ 調査趣旨及び調査方法

○ 官公庁向けアンケート調査の実施（計1,835機関を対象）
○ ヒアリング調査の実施（官公庁129機関，ベンダー５社）
○ 情報システム調達に関する意見交換会の開催（計２回）

調査方法

調査趣旨

現在，行政のデジタル化の推進が喫緊の課題となっているところ，競争政策の観点から，今後の情報システム調
達について，ベンダーロックインが回避されることなどにより，多様なベンダーが参入しやすい環境を整備するこ
とが重要であるとの認識の下，国の機関及び地方公共団体（以下「官公庁」という。）における情報システム調達
の実態を把握するための調査を実施した。

調査の視点 - 多様なベンダーの新規参入促進・新たなイノベーションの創出 -

②独占禁止法上の検討事項

①競争政策上の検討事項

情報システムの疎結合化（注）

オープンな仕様の設計や情報システムのオープンソース化

官公庁における組織・人員体制等の整備

個々の情報システム間における円滑な連携（API連携等）

官公庁の情報システム調達におけるベンダー等の行為に
ついて，独占禁止法上の考え方や留意点を整理。

共通機能

密結合
システム

（従来の情
報システ

ム）

個々の
情報システム

Ａ

個々の
情報システム

Ｂ

API
連携

疎結合システム

API
連携

API
連携

API
連携

１

情報システムの疎結合化のイメージ図

（注）「情報システムの疎結合化」とは，共通機能のほか，個別の業務のために細
分化された情報システムがそれぞれ独立性の高い状態で連携されており，当
該個々の情報システムごとに整備，運用，改修等を柔軟に実施できる状態の
ことをいう。



デジタル社会の実現に向けた重点計画（抜粋） ２

現在，地方公共団体においては，情報セキュリティ対策として，ネットワークを三つのセグメント（マイナンバー利
用事務系，LGWAN 接続系，インターネット接続系）に分離・分割するなど「三層の対策」 が講じられている。また，
「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年12月24日閣議決定）では，以下のとおりとされている。

＜デジタル社会の実現に向けた重点計画（抜粋）＞
第６ デジタル社会の実現に向けた施策
１．国民に対する行政サービスのデジタル化
（１）国・地方公共団体・民間を通じたトータルデザイン

② 実現に向けた技術及び制度の検討
このような行政サービスの将来像を見据えながら、デジタル社会の形成に関する司令塔であるデジタル庁が

中心となり、関係府省庁と連携して必要な制度・システムの両面から検討し、令和４年（2022 年）夏までに
具体的方向性について結論を得る。

具体的には、地方公共団体等の実務の現場で抱える課題を踏まえ、アプリケーション、情報連携基盤、ネッ
トワークやクラウド等のインフラについて、それぞれ以下の観点から、トータルデザイン実現に向けた制度
的・技術的検討を進める。

（中略）
インフラの検討に当たっては、「三層の対策」の抜本的な見直しを含め、ガバメントクラウドの活用を前提

とした新たなセキュリティ対策の在り方について、常時診断・対応型のセキュリティアーキテクチャの採用も
見据えながら、政府における実証研究を含めた技術的検討及び各地方公共団体の取組状況を踏まえて、国・地
方を通じたネットワーク環境と統合的に検討を進める。

「三層の対策」の抜本的な見直しを含む取組が行われ，利用者の利便性が高まるとともに，アプ
リケーションレベルで民間事業者による競争環境が確保されることによって，官公庁の情報システ
ム調達において，多様なベンダーの新規参入が促進されることとなれば，競争政策上望ましいと考
えられる。



第２ 官公庁が既存ベンダーと再度契約することとなった事例

Q.情報システムの保守，改修，更
改等の際に，既存ベンダーと再度
契約することとなった理由（図表
２抜粋・複数回答可）

回答数 割合

既存ベンダーしか既存システ
ムの機能の詳細を把握するこ
とができなかったため

483 48.3%

既存システムの機能（技術）
に係る権利が既存ベンダーに
帰属していたため

243 24.3%

既存ベンダーしか既存システ
ムに保存されているデータの
内容を把握することができな
かったため

211 21.1%

既存システムに保存されてい
るデータに係る権利が既存ベ
ンダーに帰属していたため

71 7.1%

調査結果

既存システムは，これまで何度も改修されているところ，改修
の度の具体的なソースコードの変更履歴については，既存ベン
ダーしか把握することができない状態となっている。当県として
は，他のベンダーにも既存システムの保守等の調達に参入しても
らいたいと考えているが，そもそも我々担当者がソースコードの
変更履歴を理解できていないので，既存ベンダー以外に発注する
ことができない状態になっている。

回答の背景
官公庁において情報システムに関する知見や人員体制が不足している

可能性。

以前，ある情報システムの改修に当たって，運用主体を既存ベ
ンダーから他のベンダーに変更することを検討していたが，当該
システムのプログラムに係る著作権が既存ベンダーに帰属してい
たため，運用主体を変更することができず，結局，既存ベンダー
と再度契約をすることとなった。

B機関

情報システム調達において，官公庁が仕様書の作成や受注者との契
約を行う際に，特定のベンダーに偏った仕様となっていたり，権利処
理が適切になされていない可能性。

A県等

回答の背景
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第２の１ 情報システムの疎結合化とAPI連携等による情報システム間における円滑な連携について
≪①情報システムの疎結合化について≫

調査結果

情報システム間の円滑な連携が行われることに留意しつつ，情報システムの疎結合化によって調達単位を小さくする
ことは，多様なベンダーの参入を可能にすると考えられる。

有識者A

情報システムの疎結合化は，事業者間の競争を活発
にするという意味において望ましい取組であると考え
ている。ベンダーC

有識者からの意見

情報システムの疎結合化に伴う調達単位の縮
小・調達件数の増加により，中小ベンダー間での
サービス競争が活発化すると考えられる。

E地公体

官公庁へのヒアリングにおける意見

当市では，独自の共通情報基盤を整備しており，その
中にサーバー及び各業務に共通して必要な部分の情報シ
ステムを構築し，情報システム間を連携させている。

F地公体

情報システムの疎結合化に当たって，どのような調達単位で発注するかという設計能力が官公庁側に求められるが，
どのような部分を疎結合にすべきかについては，ある程度，政府において指針を示せるのではないかと考えられる。

有識者B

情報システムの疎結合化に当たっては，細分化され
た情報システム間での責任分界点が不明確になるなど
のリスクが生じる可能性があるので，官公庁のマネジ
メント力が重要となってくる。

ベンダーD

ベンダーへのヒアリングにおける意見
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第２の１ 情報システムの疎結合化とAPI連携等による情報システム間における円滑な連携について
≪②API連携等による情報システム間における円滑な連携について≫

調査結果

Q.情報システム間でのAPI連携をどの程度行っているか
（図表３抜粋・択一回答）

回答数 割合

全ての情報システムにおいてAPI連携を行っている。 6 0.6％

ほとんどの情報システムにおいてAPI連携を行っている。 124 12.3％

半数程度の情報システムにおいてAPI連携を行っている。 67 6.6％

一部の情報システムにおいてのみAPI連携を行っている。 331 32.7％

API連携を行っていない。 309 30.5％

分からない。 175 17.3％

官公庁に対し，今後，API連携を行うことができる情報システムの割合を更に伸ばしていく又は新たに情報システム

間のAPI連携を検討するに当たって，どのような環境が整備される必要があるかを質問したところ，「API連携を円滑

に行うためのデータの標準化」と回答したのは，539機関（53.3％）（有効回答数1,012）であった。

ベンダー固有の外字フォントがあるので，どうし
ても情報システム間でデータ形式にバラつきがある。
API連携したとしても上手く出力されなかったりす
るので，データ形式を整える必要がある。C地公体

情報システムの疎結合化を行うときの方法として
はAPI等を利用できるようにしておくべきであり，
疎結合化とAPI等の連携を併せて進めることが重要
であると考えられる。有識者A

今後，政府の方針で情報システムについては標準
化されていくものだと理解しているが，データ形式
についても統一できるとよい。

D地公体

API連携等の実施状況

API連携のためのデータの標準化

有識者B

APIの標準化に当たっては，情報システムの機能
ごとに，通常はこのようなAPIを使用するといった
基準を定めることが必要である。

「API連携を行っていない。」と回答した官公庁
の約40％が「他の方式で連携しているため」と
回答しており，何らかの方式で情報システム間の
連携が行われているようではあるが，情報システ
ム間のAPI連携はあまり行われていない状況が見
受けられる。
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第２の１ 情報システムの疎結合化とAPI連携等による情報システム間における円滑な連携について
≪③競争政策上の考え方≫

競争政策上の考え方

情報システムの疎結合化は，調達単位の縮小・調達件数の増加により，様々な事業規模のベンダーの新
規参入の促進につながるものであり，競争政策上は望ましい。

情報システムの疎結合化を促進するとともに，データを起因としたベンダーロックインを防止する観点
から，外字等の取扱い等のデータの標準化を図ることが競争政策上望ましい。

6

官公庁における情報システムの疎結合化等を含めた調達単位の考え方や，APIの標準化及び整
備基準等について，今後，デジタル庁において，官公庁向けの参考資料を充実させるとともに，
その普及啓発等が図られることが望まれる。

データの標準化については，個別の地方公共団体で標準化するのではなく，データの性質ごと
に国全体で標準化した方が望ましいと考えられることから，デジタル庁及び関係府省庁の連携の
下，これが推進されることが望まれる。



第２の２ オープンな仕様の設計と情報システムのオープンソース化について
≪オープンな仕様の設計について①≫

調査結果

Q.令和元年度の情報システム調達（構築業務）に係る仕様書の作成方法（図表５抜粋・択一回答） 回答数 割合

過去の同種案件の仕様書を参考にするなどして，内部の職員のみで仕様書を作成した。 681 67.6％

仕様書作成支援業務を委託した外部の事業者に仕様書を作成してもらった。 122 12.1％

その他（複数ベンダーの意見を参考に内部の職員で作成したなど） 205 20.3％

官公庁に対し，情報システムの仕様作成において，あらゆるベン
ダーが情報システム調達に参入することができるように，工夫・留意
していることについて質問したところ，「情報システムの仕様におい
て，オープンソースソフトウェアや市場において容易に取得できる
オープンな標準的技術又は製品を用いることを規定している」と回答
したのは，101機関（10.0％）（有効回答数1,011）であった。

A機関

仕様書の作成に当たっては，職員が作成した案に関
して，CIO補佐官に，特定のベンダーのみに有利な内
容となっていないか確認してもらった上で，複数のベ
ンダーに対して意見招請を行い，その際に提出された
意見を踏まえて仕様書案の見直しを行っている。

B地公体

７割近くの官公庁が，内部の職員のみで仕様書を作成したと回答。

官公庁に対し，情報システム調達において困難や不満を感じてい
る点について質問したところ，「情報システムを発注するに当たっ
て，仕様内容の適切な設定方法が分からない」と回答したのは，
182機関（18.1％）（有効回答数1,008）であった。

オープンな仕様を定めるに当たっての仕様書の書き
方や機能の設定方法について何が正しいのか分からず，
担当者だけでオープンな仕様を定めることが難しいの
で，結果として仕様内容が単に前例踏襲になってし
まっている。

一部の官公庁においては，コンサルティング事業者に対し，仕様
書の作成支援業務等を委託している場合がある。

C県等

当県では，コンサルティング事業者にIT調達支援業
務を委託し，仕様書の内容が特定のベンダーのみに有
利なものとなっていないかのチェックなど，発注・構
築・運用段階にかかわらず，我々担当者の懸念・相談
に応じてもらっている。

E地公体

オープンな仕様を設計するための十分な能力や経験
を持たない官公庁においては，仕様書の作成支援業務
等を行う事業者を活用することが有効である。

発注支援業務を行う事業者を活用するに当たっては，
当該業務を行ったコンサルティング事業者と情報シス
テム構築ベンダーが相互に情報システム構築案件を受
注できるように結託する行為が行われないように留意
する必要がある。

有識者D

中立的なコンサルティング事業者を見つけ出すのは
難しい。多くのコンサルティング事業者は，いずれか
のベンダーと繋がっているため，こうした事業者に発
注支援業務を委託した場合，紹介されるベンダーが固
定化されてしまうおそれがある。

有識者F
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第２の２ オープンな仕様の設計と情報システムのオープンソース化について
≪オープンな仕様の設計について②≫

競争政策上の考え方

官公庁が，オープンソースソフトウェアや汎用性の高い技術・商品が採用されたオープンな仕様を設計
することは，多様なベンダーの新規参入を促進するとともに，特定のベンダーのみに有利となる仕様の
設計を回避し，ベンダーロックインを防止することができることから，競争政策上望ましい。

8

官公庁は，特定のベンダーの独自仕様が含まれないようにする観点から，官公庁が作成した仕様
書案に対して多様なベンダーから意見を募り，その意見を仕様書案に反映する意見招請などを実施
することが望まれる。

担当職員が特定の事業者からの情報のみで仕様の設計を行った結果，特定の事業者の技術に偏っ
た仕様になってしまった場合などは，ベンダーロックインにつながりかねないことから，官公庁に
おいて，RFI（注）を実施して複数の事業者から仕様書作成に必要な情報提供を受けたり，発注支援
業務を行う事業者を活用することも，オープンな仕様を設計するための一つの手段となり得る。

官公庁は，行政組織の情報システムの仕様書作成能力を高めるため，専門人材の採用を進める等，
組織能力の強化を図るとともに，デジタル庁等においては，複雑な情報システムの仕様の検討等に
当たって，外部事業者への発注の予算を確保できるような環境整備が行われることが望まれる。

ただし，発注支援業務を行う事業者を活用するに当たっては，発注支援業務を行うコンサ
ルティング事業者と情報システム構築を行うベンダーによって，相互に情報システム構築案
件を受注できるようにするなどの行為が行われるおそれがあることに留意する必要がある。

（注）「RFI」とは，「Request For Information」の略であり，情報システムの整備等に関して，事業者から情報の提供を求める
ことをいう。



第２の２ オープンな仕様の設計と情報システムのオープンソース化について
≪情報システムのオープンソース化について①≫

調査結果

Q.機能の全て又は一部をオープンソース化している情報システムの有無（図表６抜粋・択一回答） 回答数 割合

機能の全て又は一部をオープンソース化している情報システムがある。 48 4.7％

機能をオープンソース化している情報システムは一切ない。 688 68.1％

分からない。 275 27.2％

官公庁における情報システムのオープンソース化の実例として，例えば，東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイ
ト」や国土地理院の「地理院地図」が挙げられる。

これらの情報システム（ウェブサイト）のソースコードは，オープンソースとして公開され自由に使用することが可能で
あり，他の地方公共団体のウェブサイト等に活用されている。

国土地理院の「地理院地図」について，担当者へのヒアリングによれば，ソースコードを公開することにより，その運用
や毎年の改修に係る調達において，既存ベンダー以外のベンダーも情報システムについて事前に予習することが可能となる
など，複数のベンダー間での競争が行われているとの意見があった。

各国では以前からオープンソース戦略を有してい
るが，日本では同様のものが無い。戦略を立てる際
には，数値目標を入れてもよいと考えられる。有識者C

官公庁としては，事業者が入札に参加してくれないこと
をおそれるため，今後，オープンソース化を推進していく
際には，一部の官公庁の取組だけではなく，政府全体とし
てあらゆる官公庁が一斉に取り組むべきかという検討が必
要である。

有識者D
地方公共団体からは，「市民の税金で作った情報

システムを他の自治体に提供するのは問題である」
と指摘を受けるとの話も耳にする。こういったこと
を無くすために，国として，オープンソースが良い
ものであると言うことに価値があると考えられる。

有識者E
官公庁において，オープンソース化の対象とする情報シス

テムの範囲をどうするかといった全体像を考えられる能力を
持った人員体制を整備することが重要である。

有識者F

既存システムのベンダーロックインを解消したい
と官公庁から依頼されたとしても，当該システムの
ソースコードの内容が分からないと検討しようがな
いため，ソースコードを公開することは非常に重要
だと思う。

ベンダーA ベンダーＢ

既存システムのオープンソース化により，例えば，既存シ
ステムの保守業務を新規ベンダーが行うことは可能だと考え
られる。官公庁からソースコードと設計書を提供してもらえ
れば，これらを分析して保守業務等に対応することは可能で
ある。
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第２の２ オープンな仕様の設計と情報システムのオープンソース化について
≪情報システムのオープンソース化について②≫

競争政策上の考え方

10

情報システムのオープンソース化により，その機能が公開された場合には，特定のベンダーに依存しに
くくなるなどベンダーロックインの解消に資すること，当該システムの更新及びその関連業務の調達に
おいて，様々なベンダーが対応可能となり新規参入の促進につながることなどを踏まえると，官公庁に
おける情報システムのオープンソース化は，競争政策上望ましい。

情報システムのオープンソース化については，官公庁において，ベンダー独自のノウハウ
や技術が発揮される部分に係るソースコードを公開しないなど，情報システム全体のうちど
の範囲までソースコードを公開するかなどの検討を要したり，当該情報システムのオープン
ソース化を進めるための体制を整備する必要があるといった留意点も存在する。

諸外国における取組を参考にしつつ，我が国においても，デジタル庁が情報システムのオー
プンソース化のメリットや推奨分野等を示すことなどにより，国全体として情報システムの
オープンソース化の推進を図ることが望まれる。

デジタル庁は，官公庁の情報システムのオープンソース化を促進する観点から，オープン
ソース化により他の官公庁も利用できる状態にすることについて，法律上の考え方を整理する
とともに，総務省等の関係府省庁と連携して，当該考え方を広く周知することが望まれる。



第２の３ その他ベンダーロックイン防止のための取組等について
≪官公庁における実際のベンダーロックイン防止のための取組について≫

調査結果

競争政策上の考え方

上記のような良い事例だけではなく，失敗事例も含めて官公庁間において共有されれば，そこでの留意点を今後の

調達にいかすことができるため，ベンダーロックインの防止につながると考えられる。そのため，デジタル庁及び

総務省において，地方公共団体におけるベンダーロックインを防止するための事例を集積・周知・共有するなど，

ベンダーロックインを防止するための対策を講じることが望まれる。

Q.情報システムの仕様の内容，発注方法等について，あらゆるベンダーが情報システム調達に参入することができる
ように，工夫・留意していること（図表８抜粋・複数回答可）

回答数 割合

情報システムの構築等が完了した際に，ベンダーから，情報システムの機能の詳細に関する説明や設計書等の情報提供を受けている。 451 44.6％

不必要な一括発注や過度な又は不適切な調達単位の組合せをしない。 410 40.6％

情報システムの仕様や契約において，情報システムに係るサービス提供主体が変更される場合には，既存ベンダーか
ら新たにサービスを提供するベンダーに対して，円滑な業務移行のための引継ぎを行うことを規定している。

291 28.8％

情報システムの仕様や契約において，情報システムに保存されているデータに係る権利について，発注者である貴機
関に帰属させることを定めている。

282 27.9％

地域要件，実績要件等の入札参加条件を可能な限り設けない。 192 19.0％

既存システムの保守，改修，更改等の業務の調達において，当該システムを構築した既存ベンダー以外のベンダーで
あっても入札等に参入できるように，既存システムの仕組みを把握するための情報の開示や一定の検討期間の確保等
を行う。

175 17.3％

情報システムの仕様や契約において，情報システムの機能（技術）に係る権利について，発注者である貴機関に帰属
させることを定めている。

117 11.6％

A地公体

権利処理のほか，データの移行についてもあらかじめ仕様書に定めることで，担当ベンダーが替わったとしても円滑
に移行できるようにしている。そのほか，情報システム構築後には，構築ベンダーから説明・情報提供を受けることで，
官公庁側としてもきちんと内容を把握するようにしている。
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第２の３ その他ベンダーロックイン防止のための取組等について
≪官公庁とベンダーとのマッチングについて≫

調査結果

競争政策上の考え方

ベンダーとマッチングすることが困難である官公庁がいるという問題を解決し，官公庁の情報システム調達におけ

る競争性を一層高める観点から，例えば，諸外国で導入されているデジタルマーケットプレイスのように中小ベン

ダーも含めて様々なベンダーとマッチングできる仕組みを整備すること，入札参加資格の緩和，入札参加のための

提出書類やその他手続の簡素化・開示強化等を行うこと，多様なベンダーの活用事例を官公庁間で共有することな

ど，様々なベンダーとマッチングできるような環境を整備することが，競争政策上望ましい。

ベンダーとのマッチングに関して，ベンダーが，官公庁に
おける入札ランク制度(A～D)により，地方公共団体ごとに
それぞれの入札参加資格を得なければならず，ベンダーの参
入障壁を上げていることから，こうした状況が解消されるこ
とが望ましい。

A地公体

有識者D

当町としては，地域要件などは設けておらず，ベンダー
の所在地に制限はないと考えているのだが，町の経済圏に
ベンダーが多くなく，提案も幅広く受けられていない。 B地公体

当町では，RFIは活用したことがない。当町
のように情報システム担当者が少ない地方公
共団体が，単独でRFIを行うのは難しいと思う。

入札参加資格の緩和，入札参加のための提
出書類の手続の簡素化等も併せて行い，ベン
ダーの入札参加のインセンティブを持たせる
ことも重要であると考えられる。 有識者F

官公庁とベンダーとのマッチングを向上させるために，デジタルマーケットプレイスのような取組について
検討するべき。

有識者C

官公庁に対し，情報システム調達において困難や不満を感じている点について質問したところ，「情報システムを発

注するに当たって，その発注に適切なベンダーを探すのが難しい」と回答したのが138機関（13.7％）（有効回答数

1,008），「様々なベンダーから，仕様内容について幅広く提案を受けたいが，受けられていない」と回答したのが70

機関（6.9％）（有効回答数1,008）であった。
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第３ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備及び研修体制・マニュアル等の整備について

≪情報システム調達に関する組織・人員体制の整備について①≫

調査結果

Q1.情報システム調達に関する組織・人員体制の整備状況
（図表９抜粋・択一回答）

回答数 割合

① 情報システム関連業務を担当する専門部署や特定の
部署内に専門の係・担当を設置している。

680 67.3％

② 上記に該当する部署は設置しておらず，情報システ
ム関連業務とともに他の業務も兼務している職員を配置
している。

279 27.6％

③ 上記①又は②に該当する情報システム関連業務を行
う部署の設置や職員の配置は行っておらず，個別の業務
を担当する部署の職員が，それぞれの業務に関する情報
システム調達を行っている。

52 5.1％

Q2.（Q1で「①」又は「②」を選択した場合）専門部署
等に所属する職員の中に，情報システムに関して深い知
見を有する者等が含まれているか（図表12抜粋・①及び
②については複数回答可）

回答数 割合

① 一般の行政職員のうち，特に情報システムに関して
深い知見を有する者

411 43.0％

② 情報システムに関する専門職を務める外部人材（CIO
補佐官など。非常勤職員を含む。）

110 11.5％

③ 上記①又は②に該当する職員は含まれていない。 502 52.5％

10名以下
78%

11名以上
22%

３名以下
82%

４名以上
18%

①と回答した官公庁の約78%
が①の所属職員数について
「10名以下」と回答した。

②と回答した官公庁の約82%
が②の所属職員数について
「３名以下」と回答した。

３名以下
68%

４名以上
32% ①と回答した官公庁の約68%

が①に該当する所属職員数に
ついて「３名以下」と回答し
た。

１名
68%

２名以上
32% ②と回答した官公庁の約68%

が②に該当する職員数につい
て「１名以下」と回答した。
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第３ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備及び研修体制・マニュアル等の整備について

≪情報システム調達に関する組織・人員体制の整備について②≫

調査結果

競争政策上の考え方

特に，小規模の地方公共団体に対しては，人件費に対する補助や優秀な人材を確保するためのサポートが必要であ
る。また，人材の確保が困難な中，官公庁間で連携するなどして，人材や知識を共有できる仕組みを構築することが
重要である。

A地公体

官公庁における情報システムに関する人員体制が十分でないことは，ベンダーロックインが発生する要因の一つと

なると考えられるため，国家公務員採用試験の総合職試験（デジタル区分）等の活用も含め，情報システムに関す

る人員の確保・拡充，専門職化のための必要な制度設計や予算措置など，多様なベンダーの参入が見込まれる情報

システムの構築に向けた体制が整備されることが競争政策上望ましい。

デジタル庁は，先行してIT専門人材を採用しており，その採用ノウハウを有していることから，例えば，これをマ

ニュアル化して官公庁に提供し，各官公庁がより効果的に人材を採用できるよう支援することが望まれる。

現状では，IT専門人材採用のための予算枠が十分整備されていないことから，その整備及び確保についても，デジ

タル庁が主導的に取り組むことが望まれる。

有識者F

情報システムに関するアドバイザーのような役割
を担う人材がいたら良いとは思うが，実際に，外部
人材の募集を掛けたことはない。そもそも当町にお
いて外部人材の必要性が認識されておらず，人材確
保のための予算化もされていない状況である。C地公体

情報システム業務の経験者や有資格者等の人材が，
当町の周辺地域でみつかるかどうか懸念がある。

B地公体

数年前から毎年，都市部からのＵターン希望者を対
象に「SE職」の募集を掛けているが，これまでのとこ
ろ，応募が無くて困っている。

D地公体

当町がこれまでに情報システム専門職の公募を行っ
た際の経験を踏まえると，有望なIT人材を集めるため
には，一般行政職員を上回るような給与水準を別途設
けるなど給与面を改善する必要がある。
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第３ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備及び研修体制・マニュアル等の整備について

≪情報システムに関する官公庁の研修体制・マニュアル等の整備について①≫

調査結果

Q.情報システムに係る担当職員に対して実施している情報システム等に関する研修
の具体的な内容（図表20抜粋・複数回答可）

回答数 割合

情報セキュリティに関する研修 867 85.7%

一般的なIT知識を習得するための研修 594 58.7%

内閣官房，総務省等の情報システムに関するマニュアル，取組等を学ぶための研修 186 18.4%

貴機関の個々の情報システムの機能の詳細を把握するための研修 175 17.3%

情報システム調達において発生し得るベンダーロックインを防ぐための研修 91 9.0%

プログラミング等の専門的な知識を習得するための研修 74 7.3%

研修を実施していない。 86 8.5%

その他 39 3.9%

自らの個々の情報システ
ムの詳細を把握するため
の研修やベンダーロック
インを防ぐための研修が
実施されている割合は必
ずしも大きくない。

Q.情報システム調達に関するマニュアル等を制定しているか（図表22・択一回答）

はい
16%

いいえ
84%

「はい」と回答した官公庁の39.4%が，マニュアル等において「その他ベンダーロックイン
防止のための取組」に関する事項を定めていると回答した。
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第３ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備及び研修体制・マニュアル等の整備について

≪情報システムに関する官公庁の研修体制・マニュアル等の整備について②≫

調査結果

競争政策上の考え方

官公庁における個々の発注担当者の能力向上のための取組は，個々の官公庁の努力だけでは到底できるもの
ではないため，デジタル庁や総務省が中心となって推進していく必要がある。

A地公体

特に，小規模な地方公共団体における情報システムの担当者が少数であったり，十分な予算が確保されていない場合には，

単独の官公庁のみで，研修体制やマニュアル等の整備といった取組を十分にできない場合があると考えられる。そこで，国

全体としてベンダーロックインの防止に取り組んでいくためには，デジタル庁，総務省，都道府県において，例えば，国又

は複数の市区町村とともに，研修等の取組を支援するとともに，都道府県と市区町村との間で情報を共有することができる

体制を支援するなど，官公庁の体制整備の促進・サポートを図ることが望まれる。

必要に応じて，コンサルティング事業者のような民間事業者も活用しながら研修体制やマニュアル等の整備を実施すること

も考えられる。

有識者E

J-LIS主催の研修に参加することもあるが，場所
が他県だと，出張費も出ないので，なかなか参加し
にくいのが現状である。C地公体

当町の担当職員は，通常の人事ローテーションの
一環として情報システム担当に配属されるだけであ
り，特に担当職員としての育成の指針も無いので，
情報システムに詳しい内部職員が育たない。

B地公体

町単位だと情報システム担当者が少数なので，研修
を実施することは物理的に難しい。広域で，例えば県
などが主催して研修を行ってもらえるとよいと思う。

D地公体

コンサルティング事業者から，発注支援業務の一環
として，情報システムの調達・開発・運用の各段階に
おけるマニュアル（基準書）の提出を受けている。調
達プロセス基準書の中には，ベンダーロックイン防止
のための取組に関する内容も含まれている。
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研修体制やマニュアル等の整備により，多様なベンダーの参入が見込まれる情報システムの構築に向けた体制が整備される
ことが競争政策上望ましい。
官公庁は，ベンダーロックインの防止や自身の情報システムの詳細を把握するための研修を行ったり，ベンダーロックイン
防止のための取組や，担当職員間の引継ぎについてもマニュアル等に盛り込むことで，情報システムに関する情報や知見を
組織全体で共有し当該問題に取り組むことが望まれる。



第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について
≪①仕様書の作成に際し，自社又は特定社のみが対応できる機能を盛り込むことについて≫

調査結果

独占禁止法上の考え方

複数事業者が参入できるような仕様書を作成するよう
にしているが，ある案件では，誤って特定の事業者のみ
が対応可能な仕様を採用してしまい，結局，当該事業者
が本案件を受注することとなってしまった。A地公体 ベンダーＢ

一般的に，ベンダーの営業担当者としては，仕
様書の意見招請等の際に，様々な手段で自社の独
自仕様を仕様書に仕込ませようとするインセン
ティブを有している。

官公庁の情報システム調達において，ベンダーが，発注担当者が仕様に精通していないことに付け込み不正
確な情報を提供するなどして自社のみが対応できる仕様書による入札を実現し，自社の仕様を盛り込むこと
により，他のベンダーの入札参加を困難にさせ，官公庁の入札方針に反する入札をさせている場合などには，
独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占等）。

ベンダーとしては，官公庁への提案に際し，自社独自の製品であるか汎用品であるかを明示すること，官公
庁からの要求による仕様書の作成や修正，入札方式の決定などについて，虚偽の説明などの不当な働きかけ
をしないこと，発注担当者が情報システムに精通していないことに付け込んで，自社のみが対応できる仕様
とならないことなどに留意すべき。

官公庁としては，ベンダーとの情報の非対称性を減らすために内部で情報システムに係る知見を蓄積してお
くとともに，競争的な発注を行うという旨の自身の調達方針を明確化し対外的に示すことにより，ベンダー
に対しこれを認識させることが，官公庁の方針に反する入札の防止につながる。

官公庁に対し，情報システムの仕様書の作成に関し，ベンダーから，自社又は特定社のみが対応できる機能を盛り込
んだ仕様書の作成を要求又は提示されたことがあるかについて質問したところ，「はい」と回答したのは，39機関
（3.9％）（有効回答数1,009）であった。
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第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について
≪②合理的理由の無い，仕様の開示の拒否，データの引継ぎの拒否等について≫

調査結果

独占禁止法上の考え方

公共施設予約システムを更新する際に，既存ベン
ダーからデータの移行費用として5000万円を請求
され，データ移行を依頼することを断念した。A地公体 ベンダーＢ

当社の情報システムから他の情報システムへの
データ移行に際して，あらかじめデータ抽出費用を
応札価格に含めているため，当社が官公庁に対して
当該費用を追加で請求することはない。

既存ベンダーが，官公庁等に対し，合理的な理由が無いにもかかわらず，他のベンダーに対して仕様の開示
を拒否すること，他の情報システムとの接続を拒否すること，又は既存システムから新システムへのデータ
移行を拒否すること（事実上拒否するのと同視し得る程度に高額なデータ移行のための費用を請求する場合
を含む。）などにより，他のベンダーが，官公庁の情報システムに関する入札に参加することや受注するこ
とができないようにさせる場合などには，独占禁止法上問題となるおそれがある（取引妨害）。

デジタル庁が，仕様書・契約書のひな形等を作成し，統一的に周知するほか，官公庁の調達時の判断に当
たっての相談窓口を設けるなどの対応を取ることが望まれる。

ベンダーとしては，コスト負担の金額については，その内訳や理由について，官公庁側に十分説明すること，
開示や接続等を拒否する場合には，その理由を十分に官公庁側に説明し対応を協議することなどが考えられ
る。

官公庁に対し，既存ベンダーから，合理的な理由無く，既存システムの仕様の公開の拒否，データの引継ぎの拒否又
は他の情報システムとの接続の拒否をされたことがあるかを質問したところ，「はい」と回答したのは，21機関
（2.1％）（有効回答数1,009）であった。
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第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について
≪③既存ベンダーからの，別々の物品・役務を一括発注することなどの要求について≫

調査結果

独占禁止法上の考え方

ベンダーから「動作確認が取れていないハードウェア
だと情報システムの安定稼働の保証対象外である」と言
われ，当該ハードウェアを購入せざるを得なかった。

A地公体 ベンダーＢ

物品と役務をまとめて調達するのではなく，別々
に発注してくれれば入札に参加できるのにと感じる
ことがある。

既存ベンダーが，官公庁に対して，既存システムの運営等での不利益を示唆するなどにより，その後の情
報システム調達について他のベンダーに委託しないよう要求すること，また，虚偽の説明をするなどして
別々の物品・役務を一緒に委託させること（一括発注させること）により，自社との取引を強要し，他の
ベンダーに委託できないようにする場合には，独占禁止法上問題となるおそれがある（排他条件付取引，
抱き合わせ販売等）。

どのような内容・方法の働きかけであれば，問題となり得るかについては，例えば，特定の物品の購入の指
定の際に，本来であれば，セット購入である必要がないにもかかわらず，発注担当者が情報システムに精通
していないことに付け込むなどのぎまん行為があるか否かなどが考慮されると考えられる。

官公庁は，当該システムの内容について官公庁においても十分に把握しておくこと，既存ベンダーとの契約
途中で不利益を実施されないよう，そのような行為を禁止する旨や，費用や保守内容などの契約条件につい
てあらかじめ契約に明確に記しておくことなどに留意する必要があると考えられる。

官公庁に対し，既存ベンダーから，既存システムの運営での不利益を示唆されることなどにより，①他の情報システ
ムの調達について，他のベンダーに委託しないように要求されたり，②別々の物品・役務も一括発注するように要求さ
れたことがあるかを質問したところ，①については，「はい」と回答したのは，８機関（0.8％）（有効回答数
1,009），②については，「はい」と回答したのは，26機関（2.6％）（有効回答数1,009）であった。
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第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について
≪④安値応札について≫

調査結果

独占禁止法上及び競争政策上の考え方

ベンダーは，例えば，情報システム構築業務の発注において，その後の保守業務で利益を確保することを想定して，安
値応札を行う場合がある。官公庁は，保守業務等の後継業務がセットで委託されることが無いことを明確に示しておけば，
情報システム構築業務案件において，ベンダーは，適正な価格で応札すると考えられる。ベンダーA

官公庁における情報システム調達に際し，ベンダーが，当該調達に対して，供給に要する費用を著しく下回る（入

札）価格で繰り返し受注することにより，他のベンダーが受注の機会を得られなくなるなど，他のベンダーの事業

活動を困難にさせるおそれが生じる場合は，独占禁止法上問題となるおそれがある （不当廉売）。

後継業務や類似の発注において，技術面，コスト面等で有利になるという情報システム調達の特殊性を考慮し，後

継業務が想定される情報システム調達案件において，安値応札により受注したベンダーが，後継業務を随意契約で

発注することを働きかけ，その結果，官公庁が適切な発注方法を採らず，当該ベンダーに対して随意契約等により

後継業務を発注することとなった場合には，ベンダーロックインと同様の効果が発生することとなり，競争政策上

望ましくない。

官公庁は，入札を行う際に，関連する業務であっても，当該発注に含まれないものは別途の入札等に付すことを明

確化するよう努めるとともに，価格と並行してベンダーの技術力等を十分に評価できるような調達方式を実施して

いくことが競争政策上望ましい。

官公庁に対し，自らの情報システム調達案件において，ベンダーが予定価格を大きく下回るような安値応札を行った
事例があるかを質問したところ，「はい」と回答したのは，35機関（3.5％）（有効回答数1,009）であった。

１円入札のようなあからさまなものは減ってきているが，当社と同じような単価であると想定される他のベンダーが，
当社の10分の１の金額で入札している場合はある。当然，当社としても値引きをすることがあるが，合理的な値引き幅
を設定することが当社のルールとなっている。ベンダーB
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第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について
≪⑤ベンダー間等の受注調整について≫

調査結果

独占禁止法上の考え方

地方公共団体から特定業務の委託を受けている
事業者のみが，特定の情報システムを受注できる
ようになっているというルールがあるという話を
聞いたことがある。

コンサルティング事業者とベンダー間で案件の回し合いがあるという話を聞いたことがある。

A地公体 ベンダーＢ

以前は，発注支援業務と情報システム構築業務の双
方を行っている事業者間において，互いの案件を受注
できるようにしていたという話を聞いたことがある。

【ベンダー間の受注調整の場合】

官公庁における情報システム調達の入札等に際し，ベンダーが，共同して，受注予定者を決定し，受注予定者が受

注できるようにしていた場合，独占禁止法上問題となるおそれがある（不当な取引制限）。

【発注支援業務を行うコンサルティング事業者が受注調整に関与する場合】

発注支援業務と情報システム構築業務の両方を行うことができる複数のコンサルティング事業者において，自らが

発注支援業務を受注した際に，他のコンサルティング事業者が情報システム構築業務を受注できるように協力し合

う場合などには，独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占，不当な取引制限）。

官公庁の発注支援業務を行うコンサルティング事業者が，ベンダーと共謀し，不正確な情報を提供するなどして当

該ベンダーのみが対応できる仕様を盛り込むことにより，他のベンダーの入札参加を困難にさせた場合などには，

コンサルティング事業者が独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占）。

官公庁に対し，情報システム調達において，ベンダー間の受注調整が疑われる入札が行われたことがあるかを質問し
たところ，「はい」と回答したのは，５機関（0.5％）（有効回答数1,009）であった。

有識者C
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第５ 公正取引委員会の今後の対応等

公正取引委員会の今後の対応

22

本報告書においては，第１の検討事項に基づき，官公庁の情報システム調達について，ベンダーロックインが回
避されることなどにより，多様なベンダーが参入しやすい環境を整備することが重要であるとの認識の下，官公
庁の情報システム調達の実態を把握するための調査を実施した上で，情報システムの疎結合化，オープンな仕様
の設計・情報システムのオープンソース化，組織・人員体制の整備等について，競争政策上及び独占禁止法上の
考え方を明らかにした。公正取引委員会としては，デジタル庁等の関係府省庁と連携しながら，本報告書で示し
た考え方の普及・啓発に努めることにより，官公庁，ベンダー等において自主的な取組が行われ，官公庁の情報
システム調達において公正かつ自由な競争が促進されることを期待する。加えて，情報システム調達における独
占禁止法違反行為に対しては，厳正に対処していく。さらに，行政のデジタル化の推進が喫緊の課題であり，デ
ジタル社会の実現に遅れがあってはならないことから，公正取引委員会としては，我が国のネットワークを含む
情報システムに関して，多様なベンダーの新規参入の促進が図られているかなどについて，フォローアップを行
うなど，引き続き，当該分野を注視し，デジタル庁と連携して，競争環境の整備を行っていく。

本調査は，官公庁における情報システムを対象に実施したものの，民間における情報システムに係る取引におい
ても，本報告書と同様の論点を有する部分については本報告書における考え方が有用であると考えられることか
ら，官公庁にとどまらず広く情報システム調達に携わる関係者においても，本報告書で示した考え方に留意し，
ベンダーロックインや独占禁止法違反行為の未然防止に取り組むことを期待する。

情報システム調達に関する意見交換会の有識者等参考

（役職は令和３年10月現在）

座長 大橋 弘 東京大学 公共政策大学院 院長
落合 孝文 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士
川濵 昇 京都大学 公共政策大学院・法学研究科 教授
楠 茂樹 上智大学 法学部国際関係法学科 教授
関 治之 一般社団法人コード・フォー・ジャパン 代表理事
武田 邦宣 大阪大学大学院 法学研究科 教授
吉本 翔生 株式会社WiseVine 代表取締役社長
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第１ 調査趣旨等 

１ 調査趣旨 

現在，新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により，行政のデジタル

化の推進が喫緊の課題となっているところ，政府は，国民の利便性の向上等に資

するデジタル社会の実現に向け，デジタル庁を発足させるなどその実現に向けた

改革に取り組んでいる。 

公正取引委員会は，こうした政府全体の取組を踏まえつつ，競争政策の観点か

ら，今後の情報システム調達について，ベンダーロックイン1が回避されることな

どにより，多様なシステムベンダー（以下「ベンダー」という。）が参入しやすい

環境を整備することが重要であるとの認識の下，国の機関及び地方公共団体（以

下「官公庁」という。）における情報システム調達2の実態を把握するための調査

を実施した。 

 

２ 調査対象及び調査方法 

公正取引委員会は，令和３年６月から，官公庁における情報システム調達につ

いて，以下のとおり調査を行ったほか，有識者の意見を参考に報告書を取りまと

めるため，「情報システム調達に関する意見交換会」（座長：大橋弘東京大学公

共政策大学院院長）（第１回意見交換会：令和３年９月７日，第２回意見交換会：

令和３年10月15日）（別紙参照）を開催し，情報システム調達に関する競争政策

上・独占禁止法上の論点及び考え方について，意見交換を行った。 

 

(1) 官公庁向けアンケート調査 

令和３年６月３日から，全ての国の機関，都道府県及び市区町村（計1,835機

関）に対しアンケート調査（以下「官公庁向けアンケート調査」という。）を

実施し，1,021機関3（回答率約55.6％）から回答を得た。 

 

(2) ヒアリング調査（電話ヒアリングを含む。） 

ア 官公庁 129 機関 

イ ベンダー ５社 

                         
1 「ベンダーロックイン」とは，ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ，ハードウェアのメ

ンテナンス等，情報システムを使い続けるために必要な作業を，それを導入した事業者以外が実

施することができないために，特定のベンダーを利用し続けなくてはならない状態のことをいう。 
2 内閣官房情報通信技術総合戦略室が公表している「IT ダッシュボード」において，中央省庁の

情報システムに関する予算の合計は，約 5353 億 6200 万円（平成 28 年度）となっている。また，

総務省が公表している自治体クラウドポータルサイトの「市区町村における情報システム経費の

調査結果」において，全市区町村（1,741 市区町村）の情報システムに関する予算の合計は，約

4786 億円（平成 29年度）となっている。 
3 国の機関からの回答について，例えば，本省が外局等の組織の回答を取りまとめて省全体とし

て回答を行った場合及び外局等の組織が個別に回答を行った場合は，いずれも１機関として計上

している。 
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３ 調査の視点等 

情報システムに関しては，デジタル改革関連法4に基づく取組を始めとして，デ

ジタル庁等の関係府省庁において，幅広く議論・検討されているところである。

情報システムに係る論点については多岐にわたっているところ，本調査は，官公

庁の情報システム調達において，ベンダーロックインの防止につながるような多

様なベンダーの参入が見込まれる情報システムを整備し，新規参入や受注競争の

促進を図る観点から，競争政策上の論点及び考え方を整理するとともに，情報シ

ステム調達におけるベンダー等の行為について，独占禁止法上の論点及び考え方

を整理することを目的とするものである。 

 

(1) 官公庁の情報システム調達における競争政策上の検討事項 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和３年12月24日閣議決定。以

下「重点計画」という。）では，従来のように，各官公庁が必要な情報システ

ムの全てを自ら発注して整備するのではなく，以下のとおり，国として，共通

的な基盤・機能（以下「共通機能」という。）を整備するとともに，アプリケー

ションレベルでは民間事業者による競争環境を確保しつつ個々の情報システ

ムを共通機能上に整備する方針が示されている。また，国・地方を通じたネッ

トワーク環境について，重点計画では，「インフラの検討に当たっては、『三

層の対策』5の抜本的な見直しを含め、ガバメントクラウドの活用を前提とした

新たなセキュリティ対策の在り方について、常時診断・対応型のセキュリティ

アーキテクチャの採用も見据えながら、政府における実証研究を含めた技術的

検討及び各地方公共団体の取組状況を踏まえて、国・地方を通じたネットワー

ク環境と統合的に検討を進める。」とされている。上記重点計画に示されてい

るような検討を進めた結果，同計画で示されている方針に基づく，「三層の対

策」の抜本的な見直しを含む取組が行われ，利用者の利便性が高まるとともに，

アプリケーションレベルで民間事業者による競争環境が確保されることに

よって，官公庁の情報システム調達において，多様なベンダーの新規参入が促

                         
4「デジタル社会形成基本法（令和３年法律第 35 号）」，「デジタル庁設置法（令和３年法律第 36

号）」，「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第 37号）」，

「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律（令和３年

法律第 38 号）」，「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法

律（令和３年法律第 39 号）」及び「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律（令和３年

法律第 40号）」をいう。各法の詳細な内容については，デジタル庁 HP 等を参照のこと。 
5 地方公共団体においては，情報セキュリティ対策として，(1)マイナンバー利用事務系では，端

末からの情報持ち出し不可設定等を図り，住民情報流出を徹底して防止すること，(2)マイナン

バーによる情報連携に活用される LGWAN 環境のセキュリティ確保に資するため，LGWAN 接続系と

インターネット接続系を分割すること，(3)都道府県と市区町村が協力して，自治体情報セキュリ

ティクラウドを構築し，高度な情報セキュリティ対策を講じることからなる「三層の対策」が講

じられ，ネットワークが三つのセグメント（マイナンバー利用事務系，LGWAN 接続系，インター

ネット接続系）に分離・分割されている。 
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進されることとなれば，競争政策上望ましいと考えられる。 

 

【重点計画から抜粋】 

・ 各府省において必要となる情報システムの整備に当たっては、迅速かつ

柔軟に進めるため、クラウド・バイ・デフォルト原則を徹底し、クラウド

サービスの利用を第一候補として検討するとともに、共通的に必要とされ

る機能は共通部品として共用できるよう、機能ごとに細分化された部品を

組み合わせる設計思想に基づいた整備を推進する。（本文19頁） 

・ インフラの検討に当たっては、「三層の対策」の抜本的な見直しを含め、

ガバメントクラウドの活用を前提とした新たなセキュリティ対策の在り

方について、常時診断・対応型のセキュリティアーキテクチャの採用も見

据えながら、政府における実証研究を含めた技術的検討及び各地方公共団

体の取組状況を踏まえて、国・地方を通じたネットワーク環境と統合的に

検討を進める。（本文42頁） 

・ こうしたアプリケーション、情報連携基盤、ネットワークやクラウド等

のインフラについて、アーキテクチャを根本から見直すに当たり、アプリ

ケーションとインフラを分けて、地方公共団体基幹業務等システムの統

一・標準化の推進や、ガバメントクラウドなど行政システムが必要とする

共通機能のコンポーネント化（部品化）を進め、システムの疎結合化を実

現する。これにより、機能の重複等を避けながら柔軟性・連携性の高いアー

キテクチャを実現し、民間並みのコスト実現を目指す。（本文42頁） 

・ デジタル・ガバメントは、手続を支援・利用する民間とともに実現すべ

きものであり、API連携によって利用される前提でシステムを構築する。

（本文87頁） 

・ 具体的には、基幹業務等のアプリケーションをガバメントクラウド上に

構築し、地方公共団体がそれらの中から最適なアプリケーションを選択す

ることが可能となるような環境の整備を図る。（本文96頁） 

・ また、ガバメントクラウドが提供する共通的な基盤や機能を活用しなが

ら、アプリケーションレベルにおいては複数の民間事業者による競争環境

を確保して、ベンダーロックインによる弊害を回避するとともに、スター

トアップや地方のベンダーも含め、各ベンダーにおいては、自らクラウド

基盤を整備することなく自社が開発したアプリケーションが全国展開す

る可能性が広がることとなる。（本文96～97頁） 

 

本報告書においては，共通機能のほか，個別の業務のために細分化された情

報システムがそれぞれ独立性の高い状態で連携されており，当該個々の情報シ

ステムごとに整備，運用，改修等を柔軟に実施できる状態のことを「情報シス

テムの疎結合化」ということとし，上記のとおり，ネットワークへの競争性の
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確保が図られた上で，情報システムの疎結合化により，情報システムが細分化

され，個々に調達されることになれば，調達単位の縮小・調達件数の増加によ

り，一般的には，従来のベンダーに加え，様々な事業規模のベンダーの参入が

可能となり，新規参入の促進につながると考えられる。また，個々の情報シス

テムの集合体である疎結合な情報システムを容易に稼働させるためには，個々

の情報システム間でAPI6等を活用した円滑な連携が行われることが必要不可

欠であると考えられる。 

 

【情報システムの疎結合化のイメージ図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，市場において容易に取得できるオープンな標準的技術又は製品7を用

いるなど，多様なベンダーの参入を可能とする仕様（以下「オープンな仕様」

という。）を設計することや情報システムに関するソースコードを公開するこ

と（以下「情報システムのオープンソース化」という。）により，特定のベン

ダーに偏ることなく情報システムの調達において多様なベンダーの参入が見

                         
6 「API」とは，「Application Programming Interface」の略であり，他の情報システムの情報や

機能等を利用するための仕組みのことをいい，この仕組みを利用して情報システム間でその情報

や機能等を連携させることを「API 連携」という。 
7 デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書（下記脚注 18参照）において，以下のとお

りとされている。 

「オープンな標準的技術又は製品であるとは、原則として、 

(1) 開かれた参画プロセスの下で合意され、具体的仕様が実装可能なレベルで公開されている技

術であること 

(2) 誰もが採用可能であること 

(3) これら標準的技術が実現された製品が市場に複数あること 

の全てを満たしている標準的技術又はその標準的技術を採用している製品をいう。」 

共通機能

密結合
システム

（従来の情報
システム）

個々の
情報システムＡ

個々の
情報システムＢ

API
連携

疎結合システム

API
連携

API
連携

API
連携
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込まれることから，このような情報システムを整備し，官公庁の情報システム

調達における競争環境の整備を図ることが重要であると考えられる。 

さらに，上記に係る具体的な取組を官公庁が行うためには，情報システムに

関する十分な知見，経験等を有する人員等が必要であることから，官公庁にお

いては，人員体制等が整備されていることが重要になると考えられる。 

重点計画では，以下のとおり，我が国が目指すデジタル社会の形成に向けた

施策や取組をより効果的に進めていくために，デジタルに関する専門的な知

識・技術を有する人材の育成・確保に取り組む方針が示されている。 

 

【重点計画から抜粋】 

・ …デジタル庁及び総務省は、都道府県と連携して、複数市町村での兼務

を含め、デジタル人材のCIO補佐官等としての任用等が推進されるように

支援する。また、地方公共団体職員との対話や研修、人事交流等を通じて

地方公共団体のデジタル人材育成に寄与する。（本文98頁） 

・ 令和４年度（2022年度）以降の国家公務員採用試験に新設等される総合

職試験の「デジタル」区分及び一般職試験の「デジタル・電気・電子」区

分について、デジタル庁を中心に各府省庁において合格者の積極的な採用

に努めるとともに、啓発活動・人材確保活動を通じて積極的な広報を実施

する。（本文115頁） 

・ …デジタル庁を中心として、国、地方公共団体、民間企業、独立行政法

人など、組織の垣根を超えた人材の行き来や、デジタル庁と各府省庁等の

職員が一体的にシステムの開発・運用等を行うことを通じて人材の育成が

行われるような環境の整備を行う。（本文115頁） 

・ また、利害関係や職務執行への支障に配慮しつつ兼業・副業も可能な非

常勤職員での採用や、ITスキルに関する民間の評価基準を活用する等の工

夫を含めた外部の高度専門人材を活用する場合の採用の在り方について

検討を進める。（本文115頁） 

 

情報システム調達において，官公庁側にIT人材がいないなどの事情により，

官公庁とベンダーとの間で，IT技術に関する知識や情報システム調達の経験に

差がある場合，官公庁はベンダーと対等な立場で話合いをすることができない

ため，情報の非対称性によりベンダーロックインが発生しやすい状況となり得

る。他方，官公庁側に十分な知見があれば，ベンダーロックインを防止するこ

とができるとともに，ベンダーにとっても，十分な知見を有する官公庁の求め

に応じて，他のベンダーと競争を行う中で，新たなイノベーションを創出する

チャンスが得られるものと考えられる。 

以上を踏まえ，本調査においては，官公庁の情報システム調達に関する競争

政策上の検討事項として，以下の①ないし③が考えられる。 
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【官公庁の情報システム調達における競争政策上の検討事項】 

① 情報システムの疎結合化 

 個々の情報システム間における円滑な連携（API連携等） 

② オープンな仕様の設計や情報システムのオープンソース化 

③ 官公庁における組織・人員体制等の整備 

 

(2) 官公庁の情報システム調達における独占禁止法上の検討事項 

上記(1)のほか，官公庁の情報システム調達におけるベンダー等の行為のう

ち独占禁止法上問題となり得る具体的な行為について，その有無を官公庁に対

し調査するとともに，ベンダーへのヒアリングを実施するなどして，当該行為

に対する独占禁止法上の考え方や留意点について検討した。 

 

第２ 競争政策上望ましいと考えられる情報システムの在り方について 

上記第１の３(1)の検討事項を踏まえ，官公庁におけるベンダーロックインの

状況を把握するための一助として，これまでに，官公庁が，情報システムの保守，

改修，更改等の際に，現在利用している情報システム（以下「既存システム」と

いう。）を取り扱うベンダー（以下「既存ベンダー」という。）と再度契約する

こととなった事例の有無について質問したところ，回答は図表１のとおりであっ

た。 

 

図表１：既存ベンダーと再度契約することとなった事例の有無（択一回答） 

回答内容 回答数 割合8 

ある 1,000 98.9％ 

ない 11 1.1％ 

有効回答数9 1,011 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

その上で，図表１で示されている質問において「ある」と回答した官公庁に対

し，既存ベンダーと再度契約することとなった理由について質問したところ，回

答は図表２のとおりであった。 

 

 

 

 

 

                         
8 「割合」は，回答数を有効回答数で除し，小数点以下第２位を四捨五入した数字であるため，各

欄の合計値が 100％にならない場合がある（以下同じ）。 
9 質問によっては無回答の官公庁もいるため，各質問の有効回答数はそれぞれ異なる（以下同じ）。 
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図表２：既存ベンダーと再度契約することとなった理由（複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

既存ベンダーしか既存システムの機能の詳細を把握

することができなかったため 

483 48.3％ 

入札の結果，既存ベンダーが落札したため 336 33.6％ 

既存システムの機能（技術）に係る権利が既存ベン

ダーに帰属していたため10 

243 24.3％ 

技術的には他社にも委託できるが，以下の理由（自由

記載）により既存ベンダーと特命随意契約を締結し

たため（自由記載例：既存ベンダーによる情報システ

ムの安定的な稼働が望めること，既存ベンダーへの

委託費用が他社よりも明らかに安価であること等） 

217 21.7％ 

既存ベンダーしか既存システムに保存されている

データの内容を把握することができなかったため 

211 21.1％ 

既存システムに保存されているデータに係る権利が

既存ベンダーに帰属していたため 

71 7.1％ 

その他（自由記載例：プロポーザル方式やコンペ方式

の結果，既存ベンダーが落札したためなど） 

161 16.1％ 

有効回答数 1,000  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，既存ベンダーと再度契約することとなった理由について，官公庁へのヒ

アリングを行ったところ，以下のような意見があった11。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 以前，ある情報システムの改修に当たって，運用主体を既存ベンダーから

他のベンダーに変更することを検討していたが，当該システムのプログラム

に係る著作権が既存ベンダーに帰属していたため，運用主体を変更すること

ができず，結局，既存ベンダーと再度契約をすることとなった。（国の機関） 

・ 既存システムは，これまで何度も改修されているところ，改修の度の具体

的なソースコードの変更履歴については，既存ベンダーしか把握することが

できない状態となっている。当県としては，他のベンダーにも既存システム

の保守等の調達に参入してもらいたいと考えているが，そもそも我々担当者

                         
10 「既存システムの機能（技術）に係る権利が既存ベンダーに帰属していたため」と回答した機

関の中には，市販ソフトウェア（いわゆるパッケージソフト）を導入している機関が含まれる。 
11 本報告書において，官公庁向けアンケート調査若しくは官公庁へのヒアリングにおける意見，

ベンダーへのヒアリングにおける意見又は意見交換会等における有識者の意見については，聴取

した発言をそのままを記載しているものではなく，公正取引委員会において概要をまとめたもの

である（以下同じ）。 
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がソースコードの変更履歴を理解できていないので，既存ベンダー以外に発

注することができない状態になっている。（都道府県） 

・ 新システムへの移行に際し，既存ベンダーから，企業秘密であるとの理由

でデータフォーマットの開示がなされず，新システムへのデータの移行が速

やかにできなかったため，その間の繋ぎとして，既存システムを再度契約す

ることとなった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

さらに，図表２のような既存ベンダーと再度契約せざるを得ない状況の発生を

防止するための対策について，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のよ

うな意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当市全体として仕様が標準化されているかという視点を持つことが重要で

あることから，複数のベンダーから仕様書案に対して意見を聴取することに

より，特定のベンダーしか対応できないような機能については可能な限り排

除している。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 当省では，仕様書の雛形を作成しているところ，当該雛形には，著作権等

の情報システムに関する権利が当省に帰属する旨等を盛り込んでおり，ベン

ダーロックインが発生しないように気を付けている。（国の機関） 

・ 以前，データシステム移行の際に高額の費用が掛かったことへの反省から，

現在では，将来の円滑なデータ移行に関する項目を仕様書に記載するように

している。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ ベンダーロックインを回避するためには，データの標準化を行うことが重

要である。ベンダーによってデータ形式に多少の差異があったとしても，お

おむね標準に準拠していれば移行可能であり，既存ベンダーに支払うデータ

移行に係るコストを抑えることができる。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ ベンダーロックインを防止するための一つの方法として，契約上，情報シ

ステムの設定書や構成図といった資料を成果物として提出してもらうこと

を定めている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

既存ベンダーと再度契約する事例が，直ちにベンダーロックインの事例という

わけではなく，それに対する対策を採っている官公庁も存在するが，図表２や官

公庁へのヒアリング結果を踏まえれば，その理由や状況によっては，ベンダー

ロックインの状態であるものも含まれていると十分に考えられる。例えば，図表

２における「既存システムの機能（技術）に係る権利が既存ベンダーに帰属して

いたため」や「既存システムに保存されているデータに係る権利が既存ベンダー

に帰属していたため」という回答の背景としては，情報システム調達において，

官公庁が仕様書の作成や受注者との契約を行う際に，特定のベンダーに偏った仕
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様となっていたり，権利処理が適切になされていない可能性が考えられる。また，

「既存ベンダーしか既存システムの機能の詳細を把握することができなかった

ため」や「既存ベンダーしか既存システムに保存されているデータの内容を把握

することができなかったため」という回答の背景には，官公庁において情報シス

テムに関する知見や人員体制が不足している可能性が考えられる。 

そのほか，調達単位が大きいため，既存ベンダーしか情報システム全体を把握

できず，新規ベンダーの参入が進まず，既存ベンダーと再度契約せざるを得ない

状況となっている場合もあると考えられる。 

以上を踏まえると，ベンダーロックインの回避に当たって検討すべき事項とし

て，上記第１の３(1)のとおり，①情報システムの疎結合化，②オープンな仕様の

設計や情報システムのオープンソース化，③官公庁における組織・人員体制等の

整備が適当と考えられたことから，これらの点について調査・検討を行った12。 

 

１ 情報システムの疎結合化と API 連携等による個々の情報システム間における

円滑な連携について 

(1) 調査結果等 

ア 情報システムの疎結合化について 

情報システムを疎結合化すると，情報システムが細分化され，調達単位の

縮小・調達件数の増加により，様々な事業規模のベンダーの新規参入の促進

につながると考えられる。 

意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 情報システム間の円滑な連携が行われることに留意しつつ，情報シス

テムの疎結合化によって調達単位を小さくすることは，多様なベンダー

の参入を可能にすると考えられる。 

・ 情報システムの疎結合化を進めるに当たっては，（共通機能を備えた）

ガバメントクラウドのようなクラウド環境をオープンなものにするこ

とにより，そのクラウド環境上で，新規参入事業者が情報システムを開

発することができるような仕組みを整備することが重要である。 

・ 情報システムの疎結合化に当たって，どのような調達単位で発注する

かという設計能力が官公庁側に求められるが，どのような部分を疎結合

にすべきかについては，ある程度，政府において指針を示せるのではな

いかと考えられる。 

 

 

                         
12 このほか，「その他ベンダーロックイン防止のための取組等」（下記第２の３）についても調査・

検討を行った。 
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また，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があっ

た。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ 情報システムの疎結合化は，事業者間の競争を活発にするという意味

において望ましい取組であると考えている。 

・ 情報システムの疎結合化に当たっては，細分化された情報システム間

での責任分界点が不明確になるなどのリスクが生じる可能性があるの

で，官公庁のマネジメント力が重要となってくる。 

・ 政府が共通機能を整備する場合は，当該機能の調達における競争性を

いかに担保するかも重要である。調達における競争性が担保されていな

い場合，共通機能そのものが受注事業者にロックインされてしまった

り，共通機能の受注事業者が共通機能上に整備するアプリケーション開

発等において有利な立場になったりする可能性がある。 

 

加えて，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があっ

た。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当市では，独自の共通情報基盤を整備しており，その中にサーバ及び

各業務に共通して必要な部分の情報システムを構築し，情報システム間

を連携させている。共通情報基盤にはオープンな技術を採用し，ベン

ダーのスイッチングがしやすいようにしている。（政令指定都市） 

・ 従来は各情報システムにおいて重複して調達されていた機能を情報シ

ステムの疎結合化に当たって共通機能を整備したことにより，情報シス

テム間での機能の共有化がなされるため，一定程度のコスト削減効果が

みられた。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 情報システムの疎結合化に伴う調達単位の縮小・調達件数の増加によ

り，中小ベンダー間でのサービス競争が活発化すると考えられる。（人

口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

 

イ API 連携等による個々の情報システム間における円滑な連携について 

情報システムの疎結合化により，個々の情報システムに分割された場合に

情報システム全体が円滑に稼働するためには，各情報システム間で円滑な連

携が行われることが必要不可欠であると考えられる。 

各情報システム間において，API連携をどの程度行っているかを質問した

ところ，回答は図表３のとおりであった。 
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図表３：情報システム間でのAPI連携をどの程度行っているか（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

全ての情報システムにおいてAPI連携を行って

いる。 

6 0.6％ 

ほとんどの情報システムにおいてAPI連携を

行っている。 

124 12.3％ 

半数程度の情報システムにおいてAPI連携を

行っている。 

67 6.6％ 

一部の情報システムにおいてのみAPI連携を

行っている。 

331 32.7％ 

API連携を行っていない。 309 30.5％ 

分からない。 175 17.3％ 

有効回答数 1,012 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，図表３で示されている質問において「API連携を行っていない。」と

回答した官公庁のうち，126機関（40.8％）が「他の方式で連携しているた

め」と回答した。 

以上を踏まえると，官公庁の情報システムにおいては，何らかの方式で情

報システム間の連携が行われているようではあるが，情報システム間のAPI

連携はあまり行われていない状況が見受けられる。 

他方，今後，API連携を行うことができる情報システムの割合を更に伸ば

していく又は新たに情報システム間のAPI連携を検討するに当たって，どの

ような環境が整備される必要があるかを質問したところ，回答は図表４のと

おりであった。 
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図表４：今後，API連携を行うことができる情報システムの割合を更に伸ば

していく又は新たに情報システム間のAPI連携を検討するに当たっ

て，どのような環境が整備される必要があるか（複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

API連携を円滑に行うためのデータの標準化13 539 53.3％ 

既存ベンダーの協力 536 53.0％ 

API連携を行う上で必要な予算の確保 440 43.5％ 

API連携について知見を有するIT人材の確保 412 40.7％ 

API連携の対象となる情報システムを取り扱う

ベンダー間において，API連携に関する技術的な

認識が共有されること 

409 40.4％ 

そもそもAPI連携を行うことができる情報シス

テムの割合をこれ以上伸ばすつもりはない，又

は，新たに情報システム間のAPI連携を検討する

つもりはない 

80 7.9％ 

その他（自由記載例：どの情報システムでどの

データを連携させれば効果的なのかという有効

事例の把握など） 

63 6.2％ 

有効回答数 1,012  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

図表４のとおり，官公庁において，API連携に当たってはデータの標準化

が重要な要素の一つであると認識されているという結果となった。そこで，

データの標準化について，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のよ

うな意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 中間標準レイアウト14に準拠していない製品が採用されていたため，

データ形式の標準化がなされず，情報システム間のAPI連携が円滑に行

えないということがあった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ ベンダー固有の外字フォントがあるので，どうしても情報システム間

でデータ形式にバラつきがある。API連携したとしても上手く出力され

                         
13 「データの標準化」とは，データの相互運用性を確保するため，データの記述形式，共通に解

釈できる語彙，使用する文字の統一といった標準化を図ることをいう。 
14 「中間標準レイアウト」とは，市区町村の情報システム更改においてデータ移行を円滑に行う

ため，移行データの項目名称，データ型，桁数，その他の属性情報等を標準的な形式として定め

た移行ファイルのレイアウト仕様のことをいう。平成 24 年６月に総務省から公開され，平成 25

年度から，地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が維持管理を担っている（自治体情報システ

ムの標準化・共通化に係る手順書【第 1.0 版】〔令和３年７月７日総務省〕）。 
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なかったりするので，データ形式を整える必要がある。（人口５万人未

満の地方公共団体） 

・ 今後，国などで統一されたものが用意されると思うが，データは，細

かいところでいえば，（住所）を（所在地）とするのか，氏名の外字，番

地の取扱いなど，統一された基準が全く無い。（人口５万人未満の地方

公共団体） 

・ 今後，政府の方針で情報システムについては標準化されていくものだ

と理解しているが，データ形式についても統一できるとよい。（人口５

万人未満の地方公共団体） 

 

API連携について，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意

見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 情報システムの疎結合化を行うときの方法としてはAPI等を利用でき

るようにしておくべきであり，疎結合化とAPI等の連携を併せて進める

ことが重要であると考えられる。 

・ APIの標準化に当たっては，情報システムの機能ごとに，通常はこの

ようなAPIを使用するといった基準を定めることが必要である。 

 

なお，データの標準化について，重点計画では，政府においてデータの標

準化を図る旨が記載されている。 

 

【重点計画から抜粋】 

・ 創造性の高い社会を構築するためには、国は地方公共団体や民間との

連携の在り方を含めたアーキテクチャの設計やデータの標準化を推進

し、上位のレイヤーは民間の活力・創意工夫を最大限に活用するといっ

た役割分担を明確にすることも重要である。（本文４頁） 

・ また、情報システムの整備に当たって、データの相互運用性を確保す

るため、データの記述形式、共通に解釈できる語彙、使用する文字の統

一といった標準化を図る。（本文88頁） 

 

(2) 競争政策上の考え方 

官公庁向けアンケート調査によれば，官公庁としては，情報システムの安定

的な運用を優先するため，既存ベンダーに情報システムの運用等を継続的に委

託する場合もうかがえる。しかしながら，情報システムの疎結合化は，調達単

位の縮小・調達件数の増加により，様々な事業規模のベンダーの新規参入の促

進につながるものであり，競争政策上は望ましい。官公庁の情報システムの整
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備に当たっては，その目的や利用者の利便性等を考慮し情報システムが円滑に

稼働することが重要であり，疎結合な情報システムに限らず様々な整備方法が

考えられるが，競争圧力が働かず，高コスト・低品質な情報システムとなりか

ねないベンダーロックインを防止する観点から，情報システムの疎結合化を検

討し，多様なベンダーの参入が見込まれる情報システムを構築することが望ま

れる。 

なお，多様なベンダーの参入が見込まれる情報システムを構築するに当たっ

ては，今後，政府においてガバメントクラウドといった共通機能を備えたクラ

ウドが整備されていく予定である15ところ，当該整備の際には，その後の共通

機能上でのアプリ開発等において，共通機能を整備したPaaS16提供事業者が有

利になることのないオープンなクラウド環境を整備することに留意し，当該Pa

aS提供事業者と共通機能上でアプリ開発等を行うSaaS17提供事業者との間で，

競争条件のイコールフッティングが確保されることが望まれる。 

また，情報システムの疎結合化やAPI連携等による個々の情報システム間の

円滑な連携を進めるためには，情報システムをどのような機能単位で整理し，

それらを連携させるかなどについて適切に判断する必要がある。官公庁におけ

る情報システムの疎結合化等を含めた調達単位の考え方や，APIの標準化及び

整備基準等について，今後，デジタル庁において，官公庁向けの参考資料を充

実させるとともに，その普及啓発等が図られることが望まれる。 

加えて，外字等の取扱いなど，データの標準化がなされていないことにより，

個々の情報システム間の円滑な連携が行われず，情報システム全体の疎結合化

                         
15 ガバメントクラウドの整備方針については，重点計画（第６の５．（１）⑤ガバメントクラウド

の整備）において，以下のとおりとされている。 

「政府情報システムについて、クラウドサービスの利点を最大限に活用することで迅速、柔軟、

セキュアかつコスト効率の高いシステムを構築し、利用者にとって利便性の高いサービスを提供

するため、デジタル庁が共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービス（IaaS、PaaS、

SaaS）の利用環境であるガバメントクラウドを整備する。また、ガバメントクラウドが扱うデー

タについては、国内のデータセンターに置くことを前提とする。令和３年度（2021 年度）及び令

和４年度（2022 年度）は、地方公共団体による先行事業やデジタル庁ウェブサイトにおける利用

を通じて、地方公共団体によるガバメントクラウドへの移行に係る課題やガバメントクラウドの

運用方法等を確認しつつ、段階的に運用を開始する。各府省庁の情報システムにおけるクラウド

サービスの利用の検討に当たっては、原則としてデジタル庁が整備したガバメントクラウドの活

用を検討することとし、クラウド化等を進める場合には、情報システム構築の迅速性・柔軟性の

向上、可用性を始めとする高いセキュリティの実現、コスト効率の向上など、これにより得られ

る効果の追求を図る。既にクラウドサービスを利用している情報システムについては、更改時期

等を勘案しつつ、段階的にガバメントクラウドに移行する。また、独立行政法人、地方公共団体、

準公共分野（健康・医療・介護、教育、防災等）等の情報システムについても順次、ガバメントク

ラウドの活用に向けた方策や課題等を検討する。」 
16 「PaaS」とは，「Platform as a Service（サービスとしてのプラットフォーム）」の略であり，

SaaS を開発する環境や運用する環境がインターネット経由で提供される仕組みのことをいう。 
17 「SaaS」とは，「Software as a Service（サービスとしてのソフトウェア）」の略であり，ネッ

トワークを通じて，アプリケーションソフトの機能を顧客の必要に応じて提供する仕組みのこと

をいう。 
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が促進されない要因となり得るほか，新システムへの移行や他の情報システム

との連携が容易でなくなるなど，データを起因としたベンダーロックインが発

生してしまう可能性もある。そのため，情報システムの疎結合化を促進すると

ともに，ベンダーロックインを防止する観点から，データの標準化を図ること

が競争政策上望ましい。 

他方，データの標準化については，今後，官公庁間の情報システム連携や全

国的なオンライン申請等が普及していくことなどを踏まえると，個別の地方公

共団体で標準化するのではなく，データの性質ごとに国全体で標準化した方が

望ましいと考えられることから，デジタル庁及び関係府省庁の連携の下，これ

が推進されることが望まれる。 

 

２ オープンな仕様の設計と情報システムのオープンソース化について 

(1) オープンな仕様の設計について 

ア 調査結果等 

上記１のとおり，情報システムの疎結合化を進めることは，調達単位を小

さくし，様々な事業規模のベンダーの参入を促進する可能性があるものの，

実際に官公庁が情報システム調達を行う際に，その仕様が特定の事業者の技

術又は製品に依存している場合，ベンダーロックインにつながりかねず，情

報システムの疎結合化による競争促進効果が十分に発揮されなくなる。その

ため，仕様については，市場において容易に取得できるオープンな標準的技

術又は製品を用いるなど，多様なベンダーの参入を可能とするものである必

要がある。 

「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」18（デジタル社会推進会

議幹事会決定〔令和３年９月10日最終改定〕）（以下「標準ガイドライン」

という。）では，以下のとおりとされている。 

 

【標準ガイドラインから抜粋】 

・ 情報システムの中立性については、いわゆるベンダーロックインの解

消等による調達コストの削減、透明性向上等を図るため、市場において

容易に取得できるオープンな標準的技術又は製品を用いる等の要件に

                         
18 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」は，高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法第 26 条第２項第３号，「世界最先端 IT 国家創造宣言」（平成 25 年６月 14 日閣議決定）等に基

づき，サービス・業務改革並びにこれらに伴う政府情報システムの整備及び管理について，その

手続・手順に関する基本的な方針及び事項並びに政府内の各組織の役割等を定める体系的な政府

共通のルールとして策定されたものである。また，標準ガイドラインの関連文書として，標準ガ

イドラインの逐条解説資料である「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」（令和３

年３月 30 日内閣官房情報通信技術〔IT〕総合戦略室），プロジェクトを進める職員の立場から実

践的な進め方を示すことを目的とした「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン実践ガイド

ブック」（令和３年３月 30 日内閣官房情報通信技術〔IT〕総合戦略室）（以下「標準ガイドライン

実践ガイドブック」という。）等がある。 
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ついて記載する。なお、技術又は製品について指定する場合には、指定

を行う合理的な理由を明記した上で、クラウドサービス、ハードウェア、

ソフトウェア製品等の構成を明らかにすること。また、情報システムを

利用する端末についても、特定のハードウェア又はソフトウェアに依存

しないよう留意すること。（本文50頁） 

 

また，地方公共団体においては，「地方公共団体情報システムの標準化に

関する法律（令和３年法律第40号）」により，標準化の対象となる20業務19

に係る情報システムについては，今後，各府省庁が作成する標準仕様書の基

準に適合したものの利用が義務付けられることとなった。 

官公庁の情報システム調達における仕様の設計の現状について質問した

ところ，回答は図表５のとおりであった。 

 

図表５：令和元年度の情報システム調達（構築業務）に係る仕様書の作成方

法（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

過去の同種案件の仕様書を参考にするなどして，

内部の職員のみで仕様書を作成した。 

681 67.6％ 

仕様書作成支援業務を委託した外部の事業者に

仕様書を作成してもらった。 

122 12.1％ 

その他（自由記載例：複数ベンダーの意見を参考

に内部の職員で作成した，外部の事業者の支援を

受けて内部の職員で作成したなど） 

205 20.3％ 

有効回答数 1,008 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

加えて，情報システムの仕様作成において，あらゆるベンダーが情報シス

テム調達に参入することができるように，工夫・留意していることについて

質問したところ，「情報システムの仕様において，オープンソースソフトウェ

ア20や市場において容易に取得できるオープンな標準的技術又は製品を用い

ることを規定している」と回答したのは，101機関（10.0％）（有効回答数1,

011）であった。 

                         
19 「20 業務」とは，児童手当（内閣府），住民基本台帳，選挙人名簿管理，固定資産税，個人住民

税，法人住民税，軽自動車税，戸籍の附票及び印鑑登録事務（総務省），戸籍（法務省），就学（文

部科学省），国民健康保険，国民年金，障害者福祉，後期高齢者医療，介護保険，生活保護，健康

管理及び児童扶養手当（厚生労働省）並びに子ども・子育て支援（内閣府，厚生労働省）のことを

いう。 
20 オープンソースソフトウェアの定義については，非営利団体「Open Source Initiative」が定

める「The Open Source Definition」を参照（https://opensource.org/docs/osd）。 
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なお，情報システム調達において困難や不満を感じている点21について質

問したところ，「情報システムを発注するに当たって，仕様内容の適切な設

定方法が分からない。」と回答したのは，182機関（18.1％）（有効回答数1,

008）であった。 

オープンな仕様の設計について，官公庁へのヒアリングを行ったところ，

以下のような意見があった。 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 複数のベンダーの参考仕様書を照らし合わせ，オープンな仕様書の作

成にいかしているが，時間と労力を要するため，このような仕様書の作

成は極めて困難である。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ オープンな仕様を定めるに当たっての仕様書の書き方や機能の設定

方法について何が正しいのか分からず，担当者だけでオープンな仕様を

定めることが難しいので，結果として仕様内容が単に前例踏襲になって

しまっている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 複数のベンダーの提案を見比べることで独自仕様を排除するように

している。仕様書には最低限必要な機能のみを入れ込むようにしてい

る。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 仕様書の作成に当たっては，職員が作成した案に関して，CIO補佐官

に，特定のベンダーのみに有利な内容となっていないかについて確認し

てもらっている。その上で，CIO補佐官や当庁が把握しているベンダー

の中から入札等への参入が見込めそうな複数のベンダーを選定し，CIO

補佐官確認後の仕様書案が特定のベンダーのみに有利な内容となって

いないかについて意見招請22を行い，その際に提出された意見を踏まえ

て仕様書案の見直しを行っている。（国の機関） 

図表５のとおり，内部の職員のみで仕様を作成することも多く，また，官

公庁向けアンケート調査や官公庁へのヒアリングによれば，官公庁において，

特定のベンダーに有利なものとならないようにオープンな仕様を設計する

よう工夫・留意していることがうかがえる一方で，そのような仕様を職員の

                         
21 官公庁向けアンケート調査において，情報システム調達において困難や不満を感じている点に

ついて，官公庁に対して，次の選択肢（９つ）に該当するものがあるかを質問したもの（複数回

答可）。「情報システムに関するコストが高止まりしている。」，「既存システムが使い勝手の悪いも

のとなっている。」，「情報システムを発注するに当たって，その発注に適切なシステムベンダーを

探すのが難しい。」，「様々なシステムベンダーから，仕様内容について幅広く提案を受けたいが，

受けられていない。」，「情報システムを発注するに当たって，仕様内容の適切な設定方法が分から

ない。」，「情報システムに関する優秀な外部人材を集めることができない。」，「情報システムに詳

しい内部職員を育成する方法が分からない。」，「その他（自由記載）」及び「特になし」。 
22 「意見招請」とは，入札公告に先立って，調達の仕様書案について企業から仕様書案への意見

を求めることをいう。 
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みで作成することに困難な面もあることがうかがえる。 

他方，一部の官公庁においては，図表５のとおり，外部の事業者，いわゆ

るコンサルティング事業者に対し，仕様書の作成支援業務等を委託している

場合がある。当該仕様書の作成支援業務等の委託について，官公庁へのヒア

リングを行ったところ，以下のような意見があった。 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当市では，あるコンサルティング事業者と年間契約をして，情報シス

テムに関する発注支援業務を委託している。具体的には，内部職員が作

成する仕様書の内容確認等を始めとした調達・開発・運用という情報シ

ステムの整備に係るプロジェクト全体の管理，人材育成，ICT全般の助

言等の幅広い業務を行ってもらっている。コンサルティング事業者の選

定は，プロポーザル方式で行われ，現在までに計６年間の業務を委託し

ているが，特定のベンダーとのつながりを感じたことはない。（中核市

又は人口20万人以上の地方公共団体） 

・ 当県では，コンサルティング事業者にIT調達支援業務を委託し，発注・

構築・運用段階にかかわらず，我々担当者の懸念・相談に応じてもらっ

ている。具体的には，主に大型の情報システム調達案件について，情報

システムの発注に当たり仕様書の内容が特定のベンダーのみに有利な

ものとなっていないかをチェックしてもらうなどしている。（都道府県） 

・ 中立的なコンサルティング事業者を見つけ出すのは難しい。多くのコ

ンサルティング事業者は，いずれかのベンダーと繋がっているため，こ

うした事業者に発注支援業務を委託した場合，紹介されるベンダーが固

定化されてしまうおそれがある。（人口５万人未満の地方公共団体） 

コンサルティング事業者に対する仕様書の作成支援業務等の委託につい

て，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

【有識者からの意見】 

・ オープンな仕様を設計するための十分な能力や経験を持たない官公

庁においては，仕様書の作成支援業務等を行う事業者を活用することが

有効である。 

・ 官公庁においては，仕様書の作成に当たり，内々にベンダー等に無償

で作成支援業務を行ってもらっている場合があると聞いているが，こう

したベンダー等が有する知識自体に価値があると思うので，官公庁側

は，当該業務を行った事業者にきちんと対価を支払うという発想を持つ

べきである。 

・ 地方公共団体では，RFI23等を行うための予算配分がなされておらず，

                         
23 「RFI」とは，「Request For Information」の略であり，情報システムの整備等に関して，事業
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発注支援業務を実質的に行ったベンダーに報酬が支払われないという

状況になっているため，デジタル庁等が国庫支出金として予算を確保す

る必要がある。 

・ 発注支援業務を行う事業者を活用するに当たっては，当該業務を行っ

たコンサルティング事業者と情報システム構築ベンダーが相互に情報

システム構築案件を受注できるように結託する行為が行われないよう

に留意する必要がある。 

・ 官公庁がコンサルティング事業者に発注支援業務を委託する場合，当

該コンサルティング事業者と情報システム構築ベンダーが共謀し，他の

ベンダーを排除するなど，私的独占や不当な取引制限といった独占禁止

法上問題となる行為を誘発する可能性もあるので，留意する必要があ

る。 

 

イ 競争政策上の考え方 

官公庁が，オープンソースソフトウェアや汎用性の高い技術・商品が採用

されたオープンな仕様を設計することは，多様なベンダーの新規参入を促進

するとともに，特定のベンダーのみに有利となる仕様の設計を回避し，ベン

ダーロックインを防止することができることから，競争政策上望ましい。ま

た，官公庁は，特定のベンダーの独自仕様が含まれないようにする観点から，

官公庁が作成した仕様書案に対して多様なベンダーから意見を募り，その意

見を仕様書案に反映する意見招請などを実施することが望まれる。 

一方，官公庁へのヒアリングによれば，官公庁のみの体制や知見では，オー

プンな仕様の設計が難しい場合もあることがうかがわれる。担当職員が特定

の事業者からの情報のみで仕様の設計を行った結果，特定の事業者の技術に

偏った仕様になってしまった場合などは，ベンダーロックインにつながりか

ねないことから，官公庁において，RFIを実施して複数の事業者から仕様書

作成に必要な情報提供を受けたり，発注支援業務を行う事業者を活用するこ

とも，オープンな仕様を設計するための一つの手段となり得る。他方，現状，

RFI等における仕様書作成に必要な情報提供といった業務には，ベンダー側

に工数が掛かるにもかかわらず，通常はサービスで行われ対価が支払われて

いない。ベンダーは，仕様書に自社のみが有利となる機能や独自機能を盛り

込むことによって，情報システム構築業務や情報システム構築後の保守，改

修，更改等の業務（以下「後継業務」という。）を受注し，RFI等の費用を回

収するとともに，他のベンダーを排除するという動機が働く可能性がある。

このため，官公庁は，発注支援業務と情報システム構築業務それぞれに対し

て適切な対価が支払われるように，契約内容を工夫する必要がある。一方で，

こうした状況が生じているのは行政側に十分な情報システムの仕様作成能

                         
者から情報の提供を求めることをいう。 
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力及び評価能力が備わっていないため，上記のような状況を認識できないこ

とが問題となっている可能性がある。官公庁は，行政組織の情報システムの

仕様書作成能力を高めるため，専門人材の採用を進める等，組織能力の強化

を図るとともに，デジタル庁等においては，複雑な情報システムの仕様の検

討等に当たって，外部事業者への発注の予算を確保できるような環境整備が

行われることが望まれる。 

ただし，発注支援業務を行う事業者を活用するに当たっては，発注支援業

務を行うコンサルティング事業者と情報システム構築を行うベンダーに

よって，相互に情報システム構築案件を受注できるようにするなどの行為が

行われるおそれがあることに留意する必要がある。下記第４の５でも指摘す

るとおり，発注支援業務を行う事業者が受注調整等に関与した場合などには，

独占禁止法上問題となるおそれがある。 

 

(2) 情報システムのオープンソース化について 

ア 調査結果等 

情報システムのオープンソース化とは，情報システムに関するソースコー

ドを公開することをいう。オープンソースソフトウェアを活用して情報シス

テムを整備するとともに，そのように整備された情報システムのソースコー

ドを公開するなどしてオープンソース化していき，さらにそれが，別の情報

システムの整備の際にオープンソースソフトウェアとして利用されると

いった循環が起きることが期待されるものである。情報システムがオープン

ソース化すれば，その機能が広く公開されることとなるため，特定のベン

ダーに依存することなく様々なベンダーが整備可能となり，ベンダーロック

インの防止や後継業務に係る案件や類似案件における新規参入の促進につ

ながると考えられる。 

政府が策定する「デジタル・ガバメント実現のためのグランドデザイン」

（令和２年３月31日内閣官房IT総合戦略室）では，以下のとおりとされてい

る。 

【「デジタル・ガバメント実現のためのグランドデザイン」から抜粋】 

・ オープンソースはベンダーからの中立性を保ちつつ先行する情報シ

ステムで作った機能を多くの組織で共有し、育てていくモデルであり、

先進各国の政府では使用が奨励されることが多い。特に政府のWebシス

テムでは多くの国でオープンソースCMS24やオープンな部品が使われて

おり、我が国でもこのような共通化が図られてくる。（本文20頁） 

                         
24 「CMS」とは，「Contents Management System」の略であり，「デジタル・ガバメント実現のため

のグランドデザイン」において，「組織が持つ情報（コンテンツ）の配信、版管理等を行うための

システム」と定義されている。 
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官公庁に対し，機能の全て又は一部をオープンソース化している情報シス

テムの有無について質問したところ，回答は図表６のとおりであった。 

 

図表６：機能の全て又は一部をオープンソース化している情報システムの有

無（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

機能の全て又は一部をオープンソース化してい

る情報システムがある。 

4825 4.7％ 

機能をオープンソース化している情報システム

は一切ない。 

688 68.1％ 

分からない。 275 27.2％ 

有効回答数 1,011 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

(ｱ) 官公庁における情報システムのオープンソース化の実例について 

官公庁の情報システムにおいて，オープンソース化されている実例とし

ては，例えば，東京都の「新型コロナウイルス感染症対策サイト」や国土

地理院の「地理院地図」が挙げられる。これらの情報システム（ウェブサ

イト）のソースコードは，オープンソースとして公開され自由に使用する

ことが可能であり，他の地方公共団体のウェブサイト等に活用されている。

また，国土地理院の「地理院地図」について，担当者へのヒアリングによ

れば，ソースコードを公開することにより，その運用や毎年の改修に係る

調達において，既存ベンダー以外のベンダーも情報システムについて事前

に予習することが可能となるなど，複数のベンダー間での競争が行われて

いるとの意見があった。 

 

(ｲ) 諸外国における情報システムのオープンソース化に係る取組について 

諸外国におけるソースコードの公開に係る方針等については，図表７の

とおりである。各方針等におけるソースコード公開に関する記載において，

対象となる全てのソフトウェア等のソースコードを公開することや，具体

的な数値目標が設けられていたりするなど，国によって多少の差があるも

のの，国・地域として目指すべき方針が定められている。各方針等におい

ては，ソースコード公開のメリットについて，コスト削減，ベンダーロッ

クインの防止，ベンダーの新規参入の促進等についても記載されている。 

                         
25 官公庁へのヒアリングの結果を踏まえると，当該回答をした官公庁の中には，既存のオープン

ソースソフトウェアを使用して情報システムを構築したことがあることを理由とする者が一定数

含まれるため，実際に官公庁が情報システムのソースコードの公開まで行っている事例は更に限

定的であると考えられる。 
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なお，米国，EU及びインドでは，情報システムの整備に際し，ソースコー

ドの公開に併せてオープンソースソフトウェアの使用を推奨している。 

図表７：諸外国におけるソースコードの公開に係る方針等 

国・ 

地域 
方針等 

内容 

ソースコード公開につ

いての記載 

ソースコード公開の

メリット 

米国 

Federal Sour

ce Code Poli

cy 

(2016.8.8） 

※１ 

各公的機関は，毎年，新

たにカスタム開発した

ソースコードの少なく

とも20％をオープンソ

フトウェアとしてリ

リースするというプロ

ジェクトを実施 

・メンテナンスや拡

張時に，新規ベン

ダーが参入可能 

・他のコミュニティ

が使用することに

より，継続的な改

善が可能 

Open Source 

Policy※２ 

18Fは，ソフトウェアを

開発した場合には，基

本的に，全てのソース

コードを公開 

・ソフトウェアの信

頼性とセキュリ

ティの向上 

・コストの削減 

・ソースコードの再

利用による事業の

創出 

EU 

Open source 

software str

ategy 2020-2

023 

(2020.10.21)

※３ 

EUの内部機関におい

て，「Open source sof

tware strategy 2014-

2017」によって進めら

れたオープンソース化

を更に促進 

・自由な選択を促進

し，ベンダーロッ

クインを防止 

・複雑な技術的な問

題の解決を助ける

など 

英国 

Service Stan

dard 

(2019.5.8) 

※４ 

各公的機関は，新しく

作成したソースコード

を全てオープンにし

て，再利用可能とする

こと 

・作業の重複を回避

し，政府全体とし

てコストを削減す

る。 

・ベンダーロックイ

ンを防止 

インド 

Policy on Co

llaborative 

Application 

Development 

by Opening t

he Source Co

de of Applic

ations（2015.

2.10） 

※５ 

各公的機関は，知的財

産権が政府機関に帰属

し，ソースコードを公

開することが適切な全

てのソフトウェアアプ

リケーション等のソー

スコードをthe Collab

orative Application 

Development Platform

において公開 

・再利用，迅速な調

達，製品の標準化，

技術革新，品質の

向上，コスト削減 

出所：公表資料を基に当委員会作成。 
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※１ 米連邦政府の最高情報責任者（Chief Information Officer）と最

高調達責任者（Chief Acquisition Officer）が各機関の長に宛てた

覚書 

※２ 米連邦政府の一般調達局（General Services Administration）内

のデジタルサービスチームである18Fが作成 

※３ EUの包括的なデジタル戦略を達成するためのステップとして，欧州

委員会（European Commission）が承認 

※４ 内閣府内に設置された政府デジタルサービス（Government Digita

l Service）が作成 

※５ 通信・情報技術省（Ministry of Communication and Information

 Technology）が作成 

 

また，EUが2021（令和３）年９月に公表した「The impact of Open Sou

rce Software and Hardware on technological independence, competit

iveness and innovation in the EU economy」26によれば，オープンソー

スに係る各国の取組及び現状として，大要以下のとおりとされている。 

 

・ フランスでは，「Circulaire5608」という法律において，主にライ

センス費用の発生を回避するため，行政の全ての部門に対し，ソフト

ウェアを調達する際にはオープンソースソフトウェアを考慮するこ

と，既存のアプリケーションに大幅な改訂を行う場合は，新しいオー

プンソースソフトウェアの調達又は既存のソフトウェアのオープン

ソース化を検討することを要求している。 

・ イタリアの情報システム関連の法律である「Codice dell’Amminis

trazione Digitale」（CAD）は，行政機関によって開発され，オープ

ンソースライセンスに基づく権利を所有するソフトウェアのソース

コードを公開することを行政機関に義務付けている（69条）。 

・ ドイツでは，連邦レベルで一元化されたオープンソースに関するポ

リシーは存在しないが，州レベルで，著作権のあるソフトウェアより

もオープンソースソフトウェアを優先する立法を行っているところが

ある。 

・ スペインでは，中央政府レベルでは，行政はオープンソースライセ

ンスの下でソフトウェアをリリースすることを義務付けること等を内

容とした法律がある。また，地方政府レベルでのオープンソースソフ

トウェアの導入に成功しており，例えば，マドリッド市が市民相談の

ために開発したソフトウェア「Consul」は，現在世界18か国で再利用

                         
26 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/study-about-impact-open-source-

software-and-hardware-technological-independence-competitiveness-and 
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されている。また，バルセロナ市では，市のソフトウェア予算の70％

がオープンソースソフトウェア製品に費やされている。 

・ 韓国の著作権法では，ソフトウェアを含む政府が著作権を有する全

ての著作物は，自由に再利用できると定めている。また，政府は，オー

プンソースソフトウェアの製品情報とソースコードを含むデータベー

スを保持している。 

 

(ｳ) 情報システムのオープンソース化に関する意見 

情報システムのオープンソース化について，意見交換会等において，有

識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ オープンソース化の例外というものを設けると，その例外が拡大し

てしまう場合もあるので，オープンソース化を推進すべきという原則

は譲ってはいけないと考えている。 

・ ベンダー固有の創意工夫や企画力，知的財産に係る部分や，セキュ

リティ等にも留意し，既存システムや情報システム内の全ての機能を

オープンソースにする必要は無いと思うが，新規に調達するもので，

官公庁が主体的に仕様書を設計するようなもの，官公庁間で共通する

ような情報システムについては，優先的にオープンソース化していく

といった取組を行っていけばよいと考えられる。 

・ 各国では以前からオープンソース戦略を有しているが，日本では同

様のものが無い。戦略を立てる際には，数値目標を入れてもよいと考

えられる。 

・ 官公庁としては，事業者が入札に参加してくれないことをおそれる

ため，今後，オープンソース化を推進していく際には，一部の官公庁

の取組だけではなく，政府全体としてあらゆる官公庁が一斉に取り組

むべきかという検討が必要である。 

・ 官公庁において，オープンソース化の対象とする情報システムの範

囲をどうするかといった全体像を考えられる能力を持った人員体制を

整備することが重要である。 

・ 発注者側がオープンソース化に関する知識や経験を持っていない場

合，政府が，オープンソースを前提とした情報システムの設計・発注

方法に関する基本的なガイドラインを作るなどのサポートを行う必要

がある。 

・ 地方公共団体からは，「市民の税金で作った情報システムを他の自治

体に提供するのは問題である」と指摘を受けるとの話も耳にする。こ

ういったことを無くすために，国として，オープンソースが良いもの
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であると言うことに価値があると考えられる。 

・ 官公庁間で横の情報共有が行われる仕組みが構築されれば，ある官

公庁のオープンソース化の取組が他の官公庁に広まっていくという良

い効果を生むと考えられる。 

 

また，情報システムのオープンソース化について，ベンダーへのヒアリ

ングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ 既存システムのベンダーロックインを解消したいと官公庁から依頼

されたとしても，当該システムのソースコードの内容が分からないと

検討しようがないため，ソースコードを公開することは非常に重要だ

と思う。 

・ 情報システムのオープンソース化による新規参入の促進について

は，解決すべき課題もあると思うが，そもそもソースコードが公開さ

れることが一般的ではない現段階においては，まずは，現行の官公庁

の情報システムの構造が白日にさらされ，この中には，既存ベンダー

の知的財産に係る部分で公開されない範囲がどのくらい含まれている

のかということが分かるだけでも良いことだと思う。情報システムの

オープンソース化は，絶対に行った方がよいと思う。 

・ 新規参入していくという意味では，ソースコードを開示してもらえ

ると情報システムのボリューム感が分かりやすいので，役には立つと

思う。他方，実際の情報システム開発では，ソースコードだけでなく，

業務フローが分からないと難しい面もあり，ソースコードが開示され

たからといって，既存ベンダーの優位性が完全に無くなるというもの

ではない。 

・ 既存システムのオープンソース化により，例えば，既存システムの

保守業務を新規ベンダーが行うことは可能だと考えられる。官公庁か

らソースコードと設計書を提供してもらえれば，これらを分析して保

守業務等に対応することは可能である。 

・ 官公庁からソースコードの公開を前提とした情報システム案件が発

注された場合，当社がその案件に参入することは十分にあり得るが，

他方で，全てのソースコードを公開することによって官公庁が有する

データ等が第三者に悪用されかねない部分については，公開すべきで

ないと進言することはあり得ると思う。 

 

 

 



26 

イ 競争政策上の考え方 

情報システムのオープンソース化については，官公庁において，ベンダー

独自のノウハウや技術が発揮される部分に係るソースコードを公開しない

など，情報システム全体のうちどの範囲までソースコードを公開するかなど

の検討を要したり，当該情報システムのオープンソース化を進めるための体

制を整備する必要があるといった留意点も存在する。しかし，情報システム

のオープンソース化により，その機能が公開された場合には，特定のベン

ダーに依存しにくくなるなどベンダーロックインの解消に資すること，当該

システムの更新及びその関連業務の調達において，様々なベンダーが対応可

能となり新規参入の促進につながることなどを踏まえると，官公庁における

情報システムのオープンソース化は，競争政策上望ましい。 

現状，官公庁における情報システムのオープンソース化に対する取組は限

定的であると考えられることから，図表７のとおり，諸外国における取組を

参考にしつつ，我が国においても，デジタル庁が情報システムのオープン

ソース化のメリットや推奨分野等を示すことなどにより，国全体として情報

システムのオープンソース化の推進を図ることが望まれる。 

また，官公庁向けヒアリングによれば，地方公共団体の中には，自らの負

担で調達した情報システムを，オープンソース化により他の官公庁も利用で

きる状態にすることについて，何らかの法律や規定に抵触するのではないか

と考えている場合もあることがうかがわれる。このため，デジタル庁は，官

公庁の情報システムのオープンソース化を促進する観点から，このような懸

念に対する法律上の考え方を整理するとともに，総務省等の関係府省庁と連

携して，当該考え方を広く周知することが望まれる。 

 

３ その他ベンダーロックイン防止のための取組等について 

(1) 調査結果 

ア 官公庁における実際のベンダーロックイン防止のための取組について 

官公庁において，実際に行われているベンダーロックイン防止のための取

組について質問したところ，回答は図表８のとおりであった。 
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図表８：情報システムの仕様の内容，発注方法等について，あらゆるベンダー

が情報システム調達に参入することができるように，工夫・留意し

ていること（複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

情報システムの構築等が完了した際に，ベンダーか

ら，情報システムの機能の詳細に関する説明や設計

書等の情報提供を受けている。 

451 44.6％ 

不必要な一括発注や過度な又は不適切な調達単位

の組合せをしない。 

410 40.6％ 

情報システムの仕様や契約において，情報システム

に係るサービス提供主体が変更される場合には，既

存ベンダーから新たにサービスを提供するベン

ダーに対して，円滑な業務移行のための引継ぎを行

うことを規定している。 

291 28.8％ 

情報システムの仕様や契約において，情報システム

に保存されているデータに係る権利について，発注

者である貴機関に帰属させることを定めている。 

282 27.9％ 

地域要件，実績要件等の入札参加条件を可能な限り

設けない。 

192 19.0％ 

既存システムの保守，改修，更改等の業務の調達に

おいて，当該システムを構築した既存ベンダー以外

のベンダーであっても入札等に参入できるように，

既存システムの仕組みを把握するための情報の開

示や一定の検討期間の確保等を行う。 

175 17.3％ 

情報システムの仕様や契約において，情報システム

の機能（技術）に係る権利について，発注者である

貴機関に帰属させることを定めている。 

117 11.6％ 

情報システムの仕様において，オープンソースソフ

トウェアや市場において容易に取得できるオープ

ンな標準的技術又は製品を用いることを規定して

いる（上記２(1)ア再掲）。 

101 10.0％ 

特になし 256 25.3％ 

その他（自由記載例：原則として新たに情報システ

ムを構築する場合には，総合評価方式での調達を行

う，CIO補佐官が仕様書の妥当性を確認している，

など） 

66 6.5％ 

有効回答数 1,011  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 
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また，ベンダーロックイン防止のための取組について，官公庁へのヒアリ

ングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 権利処理のほか，データの移行についてもあらかじめ仕様書に定める

ことで，担当ベンダーが替わったとしても円滑に移行できるようにして

いる。そのほか，情報システム構築後には，構築ベンダーから説明・情

報提供を受けることで，官公庁側としてもきちんと内容を把握するよう

にしている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ データサーバのようなオンプレミス（官公庁の庁舎等の構内にサーバ

等を設置する運用形態）の情報システムについては，かけつけ保守は３

時間以内という仕様にしているため，応札できる事業者は限られてきて

しまう。他方，クラウドであれば，そのような要件は不要であるし，今

後は，かけつけ保守を要件とすることも減らしていこうと考えている。

（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 調達案件の公告後には，入札説明会において，既存ベンダーと新規参

入のベンダーとの間で当該案件に対する知識差ができるだけ小さくな

るように業務内容の詳細な説明を行っている。こうした取組により，実

際に，令和２年度に実施した当庁の情報システムの更改業務の調達案件

については，新規参入したベンダーが受注している。（国の機関） 

・ ベンダーロックインを防止するための一つの対策として，情報システ

ムの設定や構成図を契約上，成果物として提出してもらうことにしてい

る。具体的にまだ活用したことはないが，今後，他のベンダーに乗り換

えたいということになったとしても，当該設定書を見てもらえれば既存

ベンダーでなくても発注することが可能なのではないかと考えている。

（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

イ 官公庁とベンダーとのマッチングについて 

上記アのとおり，官公庁においても実際に様々な取組を行っている一方で，

情報システム調達において困難や不満を感じている点について質問したと

ころ，「情報システムを発注するに当たって，その発注に適切なベンダーを

探すのが難しい」と回答したのが138機関（13.7％）（有効回答数1,008），

「様々なベンダーから，仕様内容について幅広く提案を受けたいが，受けら

れていない」と回答したのが70機関（6.9％）（有効回答数1,008）であった。 

また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があった。 
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【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当町としては，地域要件などは設けておらず，ベンダーの所在地に制

限はないと考えているのだが，町の経済圏にベンダーが多くなく，提案

も幅広く受けられていない。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 大型の情報システムに対応できるベンダーは，県内に４事業者しかい

ないと考えられる。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ RFIを活用して，当市のHP上に調達したい情報システムの内容を掲載

すれば，全国のベンダーから情報提供を受けることができる。当市とし

ては，発注規模や地理的要因を感じておらず，まずは気軽にRFIをやっ

てみるのがベンダーとのマッチングにおいて重要なことだと思う。（人

口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 当町では，RFIは活用したことがない。当町のように情報システム担

当者が少ない地方公共団体が，単独でRFIを行うのは難しいと思う。（人

口５万人未満の地方公共団体） 

・ 地方公共団体がRFIを行う際に，その情報をAPPLIC27（（一財）全国地

域情報化推進協会）のウェブサイト上に掲載すると，RFIの内容が全国

のベンダーに見られる状況となるため，RFIに対する情報提供が得られ

やすくなるというメリットがある。当市でも，RFIを行う際は，当該サイ

トへの掲載を行っている。（中核市又は人口20万人以上の地方公共団体） 

 

また，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ ベンダーとのマッチングに関して，ベンダーが，官公庁における入札

ランク制度(A～D)により，地方公共団体ごとにそれぞれの入札参加資格

を得なければならず，ベンダーの参入障壁を上げていることから，こう

した状況が解消されることが望ましい。 

・ 入札参加資格の緩和，入札参加のための提出書類の手続の簡素化等も

併せて行い，ベンダーの入札参加のインセンティブを持たせることも重

要であると考えられる。 

・ 官公庁とベンダーとのマッチングを向上させるために，デジタルマー

ケットプレイス28のような取組について検討するべき。 

                         
27 「APPLIC」とは，「The Association for Promotion of Public Local Information and 

Communication」の略であり，国や自治体と連携し，自治体業務システムに係る標準化の推進等を

通じて地域情報化を促進するための一般財団法人のことをいう。 
28 「デジタルマーケットプレイス」とは，ベンダーが事前にマーケットプレイスに参加申請を行

うことで，関連する案件について通知を受け取り，官公庁が簡易に入札を行うことが可能となる

システムのことをいう。イギリス（https://www.digitalmarketplace.service.gov.uk/）やオース

トラリア（https://marketplace.service.gov.au/）などで実施されている。 
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・ 官公庁間で良い事例も失敗事例も情報共有することが一つの方策と考

えられる。 

・ 情報システム調達に係る総務省等の既存のデータベースを官公庁間で

共有すべき。 

 

(2) 競争政策上の考え方 

ベンダーロックインを防止するための留意点については，例えば，標準ガイ

ドライン実践ガイドブックにも，成果物の定義を明確にした上で，その権利関

係を明確にすることなどが記載されている。他方，上記(1)のとおり，各官公庁

においても，ベンダーロックインを防止するための取組が実施されているなど，

様々な知見・実例が蓄積されていると考えられる。このような良い事例だけで

はなく，ベンダーロックインとなってしまった実例等の失敗事例も含めて官公

庁間において共有されれば，そこでの留意点を今後の調達にいかすことができ

るため，ベンダーロックインの防止につながると考えられる。そのため，デジ

タル庁及び総務省において，地方公共団体におけるベンダーロックインを防止

するための事例を集積・周知・共有するなど，ベンダーロックインを防止する

ための対策を講じることが望まれる。 

また，上記(1)のとおり，官公庁が情報システム調達において，様々なベン

ダーと接触するためにRFIを利用するなどしている場合がある一方で，ベン

ダーとマッチングすることが困難である官公庁がいることもうかがえる。その

ような問題を解決し，官公庁の情報システム調達における競争性を一層高める

観点から，例えば，諸外国で導入されているデジタルマーケットプレイスのよ

うに中小ベンダーも含めて様々なベンダーとマッチングできる仕組みを整備

すること，入札参加資格の緩和，入札参加のための提出書類やその他手続の簡

素化・開示強化等を行うこと，多様なベンダーの活用事例を官公庁間で共有す

ることなど，様々なベンダーとマッチングできるような環境を整備することが，

競争政策上望ましい。 

 

第３ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備及び研修体制・マ

ニュアル等の整備について 

１ 情報システム調達に関する官公庁の組織・人員体制の整備について 

(1) 調査結果 

情報システム調達に関する組織・人員体制の整備状況について質問したとこ

ろ，回答は図表９のとおりであった。 
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図表９：情報システム調達に関する組織・人員体制の整備状況（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

① 情報システム関連業務を担当する専門部署や

特定の部署内に専門の係・担当を設置している。 

680 67.3％ 

② 上記に該当する部署は設置しておらず，情報シ

ステム関連業務とともに他の業務も兼務してい

る職員を配置している。 

279 27.6％ 

③ 上記①又は②に該当する情報システム関連業

務を行う部署の設置や職員の配置は行っておら

ず，個別の業務を担当する部署の職員が，それぞ

れの業務に関する情報システム調達を行ってい

る。 

52 5.1％ 

有効回答数 1,011 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，図表９で示されている質問において「①情報システム関連業務を担当

する専門部署や特定の部署内に専門の係・担当を設置している。」又は「②情

報システム関連業務とともに他の業務も兼務している職員を配置している。」

と回答した官公庁（以下「情報システム関連業務を担当する専門部署等を有す

る官公庁」という。）に対し，①又は②の専門部署等に所属する職員数につい

て質問したところ，回答は図表10及び図表11のとおりであった。 

 

図表10：「①情報システム関連業務を担当する専門部署や特定の部署内に専門

の係・担当を設置している」場合の所属職員数（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

１名～10名 530 78.1％ 

11名～20名 76 11.2％ 

21名～30名 36 5.3％ 

31名～40名 12 1.8％ 

41名～50名 13 1.9％ 

51名～60名 3 0.4％ 

61名～70名 2 0.3％ 

71名～80名 0 0.0％ 

81名～90名 4 0.6％ 

91名～ 3 0.4％ 

有効回答数 679 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 
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図表11：「②情報システム関連業務とともに他の業務も兼務している職員を配

置している」場合の所属職員数（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

１名 83 29.7％ 

２名 104 37.3％ 

３名 43 15.4％ 

４名 24 8.6％ 

５名 9 3.2％ 

６名 8 2.9％ 

７名 2 0.7％ 

８名 2 0.7％ 

９名 2 0.7％ 

10名～ 2 0.7％ 

有効回答数 279 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，情報システム関連業務を担当する専門部署等を有する官公庁に対し，

専門部署等に所属する職員の中に「①一般の行政職員のうち，特に情報システ

ムに関して深い知見を有する者」又は「②情報システムに関する専門職を務め

る外部人材（CIO補佐官など。非常勤職員を含む。）」（以下「情報システムに

関して深い知見を有する者等」という。）が含まれているかを質問したところ，

回答は図表12のとおりであった。 

 

図表12：専門部署等に所属する職員の中に，情報システムに関して深い知見を

有する者等が含まれているか（①及び②については複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

① 一般の行政職員のうち，特に情報システムに関

して深い知見を有する者 

411 43.0％ 

② 情報システムに関する専門職を務める外部人

材（CIO補佐官など。非常勤職員を含む。） 

110 11.5％ 

③ 上記①又は②に該当する職員は含まれていな

い。 

502 52.5％ 

有効回答数 956  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 
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また，図表12で示されている質問に対する回答と「官公庁の規模29」とのク

ロス集計を実施したところ，情報システムに関して深い知見を有する者等が含

まれていると回答（図表12の①又は②）した官公庁は，「国の機関」では，図

表12で示されている質問に回答した25機関のうちの23機関（92.0％）であった

のに対し，「人口５万人未満の地方公共団体」では，図表12で示されている質

問に回答した539機関のうち181機関（33.6％）であった（図表13）。 

 

図表13：図表12と「官公庁の規模」とのクロス集計結果（①及び②については

複数回答可） 

 国の機関 

(25機関) 

都道府県

又は政令

指定都市 

(47機関) 

中核市又

は人口20

万人以上

の地方公

共団体 

(81機関) 

人口５万

人以上20

万人未満

の地方公

共団体 
(264機関) 

人口５万

人未満の

地方公共

団体 
(539機関) 

全体 

① 一般の行政

職員のうち，

特に情報シス

テムに関して

深い知見を有

する者 

21 

(84.0％) 

 

33 

(70.2％) 

45 

(55.6％) 

149 

(56.4％) 

163 

(30.2％) 

411 

② 情報システ

ムに関する専

門職を務める

外部人材（CI

O補佐官など。

非常勤職員を

含む。） 

17 

(68.0％) 

25 

(53.2％) 

12 

(14.8％) 

28 

(10.6％) 

28 

(5.2％) 

110 

少なくとも上記

①又は②のいず

れかの者が含ま

れていると回答

した官公庁の数 

23 

(92.0％) 

41 

(87.2％) 

51 

(63.0％) 

158 

(59.8％) 

181 

(33.6％) 

454 

③ 上記に該当

する職員は含

まれていない 

2 

(8.0％) 

6 

(12.8％) 

30 

(37.0％) 

106 

(40.2％) 

358 

(66.4％) 

502 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，図表12で示されている質問に対する回答において，情報システムに関

して深い知見を有する者等が含まれていると回答（図表12の①及び②）した官

公庁に対し，該当する職員数について質問したところ，回答は図表14及び図表

15のとおりであった。 

                         
29 官公庁の規模とは，「国の機関」，「都道府県又は政令指定都市」，「中核市又は人口 20 万人以上

の地方公共団体」，「人口５万人以上 20万人未満の地方公共団体」及び「人口５万人未満の地方公

共団体」の５つの区分のことをいう。 
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図表14：「①一般の行政職員のうち，特に情報システムに関して深い知見を有

する者」に該当する職員数（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

１名 145 35.4％ 

２名 84 20.5％ 

３名 50 12.2％ 

４名 35 8.5％ 

５名 31 7.6％ 

６名 15 3.7％ 

７名 13 3.2％ 

８名 7 1.7％ 

９名 3 0.7％ 

10名～ 27 6.6％ 

有効回答数 410 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

図表15：「②情報システムに関する専門職を務める外部人材（CIO補佐官など。

非常勤職員を含む。）」に該当する職員数（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

１名 75 68.2％ 

２名 17 15.5％ 

３名 9 8.2％ 

４名 3 2.7％ 

５名～ 6 5.5％ 

有効回答数 110 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

なお，図表12で示されている質問において②と回答した官公庁に対し，外部

人材のこれまでの経歴，技能，バックグラウンド等について質問したところ，

例えば，以下の回答があった。 

 

【外部人材のこれまでの経歴，技能，バックグラウンド等】 

・ベンダーからの出向者 

・ベンダー，メーカー，情報通信，コンサルティング，シンクタンク等の民

間企業において情報システム関連業務に従事した経験を有する者 

・他の官公庁でのCIO補佐官経験者 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 
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また，図表14及び図表15について，「官公庁の規模」とのクロス集計をそれ

ぞれ実施したところ，図表16及び図表17のとおりであった。図表16のとおり，

「都道府県又は政令指定都市」では，３名以下という回答が33機関中９機関（2

7.3％）であるのに対して，「人口５万人未満の地方公共団体」では，３名以下

という回答が163機関中154機関（94.5％）であった。また，図表17のとおり，

いずれの規模の官公庁においても，１名という回答が最も多かった。また，「人

口５万人未満の地方公共団体」では，１名という回答が28機関中26機関（92.

9％）であった。 

図表16：図表14と「官公庁の規模」とのクロス集計結果 

 国の機関 都道府県

又は政令

指定都市 

中核市又

は人口20

万人以上

の地方公

共団体 

人口５万

人以上20

万人未満

の地方公

共団体 

人口５万

人未満の

地方公共

団体 

全体 

１名 3 4 9 35 94 145 

２名 2 3 6 28 45 84 

３名 2 2 6 25 15 50 

４名 3 2 6 18 6 35 

５名 2 4 6 17 2 31 

６名 1 2 2 9 1 15 

７名 2 2 1 8 0 13 

８名 1 2 0 4 0 7 

９名 0 1 1 1 0 3 

10名～ 4 11 8 4 0 27 

全体 20 33 45 149 163 410 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

図表17：図表15と「官公庁の規模」とのクロス集計結果 

 国の機関 都道府県

又は政令

指定都市 

中核市又

は人口20

万人以上

の地方公

共団体 

人口５万

人以上20

万人未満

の地方公

共団体 

人口５万

人未満の

地方公共

団体 

全体 

１名 7 18 5 19 26 75 

２名 3 3 4 6 1 17 

３名 3 1 3 1 1 9 

４名 1 1 0 1 0 3 

５名～ 3 2 0 1 0 6 

全体 17 25 12 28 28 110 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 
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また，情報システム調達において困難や不満を感じている点について質問し

たところ，「情報システムに関する優秀な外部人材を集めることができない。」

と回答したのは，110機関（10.9％）（有効回答数1,008）であった。「官公庁

の規模」と「情報システムに関する優秀な外部人材を集めることができない。」

という回答をクロス集計して分析30したところ，両者の間において，関連は認

められなかった。よって，「官公庁の規模」に関係なく，一定程度の官公庁が

「情報システムに関する優秀な外部人材を集めることができない。」という課

題を抱えている可能性がある（図表18）。 

 

図表18：「官公庁の規模」と「情報システムに関する優秀な外部人材を集める

ことができない。」とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

なお，「情報システム調達に関する組織・人員体制の整備状況」と「情報シ

ステム間でのAPI連携の実施の程度」31をクロス集計して分析したところ，両者

の間において，関連は認められなかった。他方，官公庁が情報システム関連業

務を担当する専門部署や特定の部署内に専門の係・担当を設置していない場合

は，「分からない。」と回答する傾向が読み取れる。この場合，官公庁が情報

                         
30 クロス集計で掛け合わせた質問同士が関連しているか，関連の強さはどの程度かを定量的に評

価するため，カイ二乗検定及びクラメールの連関係数の算出を行った（以下，図表 19，図表 23及

び図表 25におけるクロス集計についても同じ。詳細は参考資料参照。）。 
31 情報システム間での API 連携の実施の程度のうち，「分からない。」という回答については，「行っ

ていない。」と解釈した上でカイ二乗検定を行った。 

なお，「分からない。」という回答を除いてカイ二乗検定を行った場合であっても，上記と同様

の結果となった。 
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システム関連業務を担当する専門部署や特定の部署内に専門の係・担当を設置

している場合と比べて，より自らの情報システムの内容を理解しきれていない

可能性も考えられる（図表19）。 

 

図表19：「情報システム調達に関する組織・人員体制の整備状況」と「情報シ

ステム間でのAPI連携の実施の程度」とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，情報システム調達に関する組織・人員体制について，官公庁へのヒア

リングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当市では，昨年から「情報職」の採用を行っている。（中核市又は人口

20万人以上の地方公共団体） 

・ あくまで一般行政職員としてだが，IT人材の中途採用を行っている。具

体的には，情報処理の高度資格を有し，SE経験が５年以上ある者を採用し

ている。（中核市又は人口20万人以上の地方公共団体） 

・ 情報システム業務の経験者や有資格者等の人材が，当町の周辺地域でみ

つかるかどうか懸念がある。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 数年前から毎年，都市部からのＵターン希望者を対象に「SE職」の募集

を掛けているが，これまでのところ，応募が無くて困っている。（人口５

万人未満の地方公共団体） 

・ 当町がこれまでに情報システム専門職の公募を行った際の経験を踏まえ

ると，有望なIT人材を集めるためには，一般行政職員を上回るような給与
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水準を別途設けるなど給与面を改善する必要がある。（人口５万人未満の

地方公共団体） 

・ CIO補佐官の募集であれば，J-LIS32のサイトで募集を掛けられるが，一

般行政職員の募集となると，現状，募集のために利用できる手段は限られ

てくるという状況である。（中核市又は人口20万人以上の地方公共団体） 

・ 県が，情報システムの知見を有する人材を希望する市町村に派遣すると

いう取組を行っている。IT人材不足の当町としては，このような派遣事業

があると助かる。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 情報システムに関するアドバイザーのような役割を担う人材がいたら良

いとは思うが，実際に，外部人材の募集を掛けたことはない。そもそも当

町において外部人材の必要性が認識されておらず，人材確保のための予算

化もされていない状況である。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 土木専門職等と同様に，情報システムに係る職種が制度として整備され

ていると，人員増員について上層部を説得しやすい。制度作りという面に

ついては，総務省に率先して行ってもらいたい。（人口５万人以上20万人

未満の地方公共団体） 

・ 調達に関わる人材が不足していると，個々の調達に適したベンダーをど

のように選定すればよいのか，情報システムについてどういった機能まで

を調達の対象とすればよいのかといった判断が難しい。（人口５万人未満

の地方公共団体） 

・ そもそも当町の職員が少なく，情報システムに係る担当職員も１人しか

いないので，歴代の担当職員が情報システムの内容を理解できないままに

なっている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

また，情報システム調達に関する組織・人員体制について，意見交換会等に

おいて，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 多くの地方公共団体において，情報システムに関する十分な人員が配置

できていないなど，ベンダーロックインを回避するための最低限の取組が

できていないので，まずは，そのような取組を組織として着実に行う必要

がある。 

・ 特に，小規模の地方公共団体に対しては，人件費に対する補助や優秀な

人材を確保するためのサポートが必要である。また，人材の確保が困難な

                         
32 「J-LIS」とは，「Japan Agency for Local Authority Information Systems」の略であり，地

方公共団体情報システム機構法（平成 25 年法律第 29 号）に基づき，主に，住民基本台帳ネット

ワークシステム，公的個人認証サービス，個人番号カードの発行等各種システムの運用を担って

いる，国と地方公共団体が共同して運営する法人のことをいう。 
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中，官公庁間で連携するなどして，人材や知識を共有できる仕組みを構築

することが重要である。 

・ 情報システムの特性ごとに必要な知見は異なるので，デジタル庁におい

て，各分野の知見を有している人材を選定して確保し，官公庁は必要に応

じてこれを利用できる仕組みが必要である。 

・ 官公庁における適切な組織・人員体制の整備のための取組は，個々の官

公庁の努力だけでは到底できるものではないため，デジタル庁が中心と

なって推進していく必要がある。 

 

(2) 競争政策上の考え方 

上記(1)の図表12のとおり，情報システム関連業務を担当する専門部署等を

有する官公庁の半数以上において，当該専門部署等に所属する職員の中に，情

報システムに関して深い知見を有する者等がいないことを踏まえると，仮に官

公庁が専門部署等を有していたとしても，そこに所属する職員が十分な知見を

有していない可能性があることから，多様なベンダーの参入が見込まれる情報

システムの構築に向けた人員体制としては十分ではないと考えられる。また，

情報システムに関して深い知見を有する者等がいると回答した官公庁であっ

ても，図表14のとおり，「①一般の行政職員のうち，特に情報システムに関し

て深い知見を有する者」に該当する職員数については，約７割の官公庁が３名

以下であり，図表15のとおり，「②情報システムに関する専門職を務める外部

人材」にいたっては，約７割の官公庁が１名のみであることを踏まえると，官

公庁の情報システム調達は特定の職員の知見に依存している可能性が考えら

れる。さらに，こうした傾向は，図表13，16及び17のとおり，「人口５万人未

満の地方公共団体」のような小規模な地方公共団体において更に顕著なものと

なっている。このように，官公庁における情報システムに関する人員体制が十

分でないことは，ベンダーロックインが発生する要因の一つとなると考えられ

るため，国家公務員採用試験の総合職試験（デジタル区分）等の活用も含め，

情報システムに関する人員の確保・拡充，専門職化のための必要な制度設計や

予算措置など，多様なベンダーの参入が見込まれる情報システムの構築に向け

た体制が整備されることが競争政策上望ましい。 

一方，上記(1)の官公庁へのヒアリング結果からは，情報システムに関する

優秀な人材を集めようとはしているものの，そもそも人材が見つからなかった

り，人件費が予算化されていないといった事情がうかがえる。ベンダーロック

インを防止し，多様なベンダーの参入が見込まれる情報システムを整備するた

めにも，専門能力を持った人材を確保することは官公庁全体において必要なこ

とである。デジタル庁は，先行して IT 専門人材を採用しており，その採用ノ

ウハウを有していることから，例えば，これをマニュアル化して官公庁に提供

し，各官公庁がより効果的に人材を採用できるよう支援することが望まれる。
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また，現状では，IT 専門人材採用のための予算枠が十分整備されていないこと

から，その整備及び確保についても，デジタル庁が主導的に取り組むことが望

まれる。 

 

２ 情報システムに関する官公庁の研修体制・マニュアル等の整備について 

(1) 調査結果 

官公庁における情報システム等に関する研修体制の整備状況について質問

したところ，回答は図表20のとおりであった。 

 

図表20：情報システムに係る担当職員に対して実施している情報システム等に

関する研修（外部の団体が主催する研修への参加を含む）の具体的な

内容（複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

情報セキュリティに関する研修 867 85.7％ 

一般的なIT知識を習得するための研修 594 58.7％ 

内閣官房，総務省等の情報システムに関するマニュ

アル，取組等を学ぶための研修 

186 18.4％ 

貴機関の個々の情報システムの機能の詳細を把握

するための研修 

175 17.3％ 

情報システム調達において発生し得るベンダー

ロックインを防ぐための研修 

91 9.0％ 

プログラミング等の専門的な知識を習得するため

の研修 

74 7.3％ 

研修を実施していない。 86 8.5％ 

その他（例：J-LIS主催の研修，開発元ベンダーが実

施する研修，独学，対サイバー攻撃のための研修 

など） 

39 3.9％ 

有効回答数 1,012  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

加えて，情報システムに係る担当職員の異動があった場合，前任職員から後

任職員に対して，情報システムの仕様，運用状況，留意点等の円滑な引継ぎが

行われるように，工夫・留意していることについて質問したところ，回答は図

表21のとおりであった。 
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図表21：情報システムに係る担当職員の異動があった場合，前任職員から後任

職員に対して，情報システムの仕様，運用状況，留意点等の円滑な引

継ぎが行われるように，工夫・留意していること（複数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

前任職員から後任職員に対して既存システムに関

する十分な説明を行う。 

660 65.2％ 

個々の情報システムごとに担当職員を複数名配置

することにより，そのうちの一部職員が異動したと

しても，残りの職員で情報システムに関する知見が

担保されるような体制を築いている。 

318 31.4％ 

マニュアル，ガイドライン等において定められた引

継項目に基づき引継ぎを行う。 

216 21.3％ 

既存ベンダーの担当者も交えて，後任職員に対して

情報システムに関する説明を行う。 

156 15.4％ 

特になし 157 15.5％ 

その他（例：引継書作成の上，都度前任に確認する，

既存ベンダーや委託SEからのサポート，庁内Wikiの

整備，ナレッジの共有 など） 

44 4.3％ 

有効回答数 1,012  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，情報システム調達に関するマニュアル，ガイドライン等（以下「マニュ

アル等」という。）を制定しているかを質問したところ，回答は図表22のとお

りであった。 

 

図表22：情報システム調達に関するマニュアル等を制定しているか（択一回答） 

回答内容 回答数 割合 

はい 161 15.9％ 

いいえ 849 84.1％ 

有効回答数 1,010 100.0％ 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

「官公庁の規模」と「情報システム調達に関するマニュアル等の整備状況」

をクロス集計して分析したところ，両者の間において，強い関連が認められ，

「官公庁の規模」が大きい方が，情報システム調達に関するマニュアル等の整

備がなされているという傾向が読み取れた（図表23）。 

 

 



42 

図表23：「官公庁の規模」と「情報システム調達に関するマニュアル等の整備

状況」とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，情報システム調達に関するマニュアル等において定めている事項を質

問したところ，回答は図表24のとおりであった。 

 

図表24：情報システム調達に関するマニュアル等において定めている事項（複

数回答可） 

回答内容 回答数 割合 

仕様の設計方法，発注方法等における工夫・留意 140 87.5％ 

人材確保や担当職員への専門的な研修 27 16.9％ 

API連携 15 9.4％ 

オープンソース化 6 3.8％ 

その他ベンダーロックイン防止のための取組33 63 39.4％ 

上記に該当する事項について記載なし 13 8.1％ 

有効回答数 160  

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

加えて，情報システム調達において困難や不満を感じている点について質問

したところ，「情報システムに詳しい内部職員を育成する方法が分からない。」

                         
33 「その他ベンダーロックイン防止のための取組」と回答した官公庁のマニュアル等においては，

市場において容易に取得できるオープンな標準的技術又は製品を用いること，パッケージソフト

を活用する際には当該ソフトのカスタマイズの抑制を図ること，情報システム関連機器の更新の

際に随意契約を行うことができる回数を制限することなどが定められている。 
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と回答したのは，217機関（21.5％）（有効回答数1,008）であった。「官公庁

の規模」と「情報システムに詳しい内部職員を育成する方法が分からない。」

という回答をクロス集計して分析したところ，両者の間において，関連は認め

られなかった。よって，「官公庁の規模」に関係なく，相当程度の官公庁が内

部職員の育成方法に課題を抱えている可能性がある（図表25）。 

 

図表25：「官公庁の規模」と「情報システムに詳しい内部職員を育成する方法

が分からない。」とのクロス集計結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：官公庁向けアンケート調査の回答を基に当委員会作成。 

 

また，情報システムに関する研修体制・マニュアル等の整備について，官公

庁へのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 当町の担当職員は，通常の人事ローテーションの一環として情報システ

ム担当に配属されるだけであり，特に担当職員としての育成の指針も無い

ので，情報システムに詳しい内部職員が育たない。（人口５万人未満の地方

公共団体） 

・ ベンダーロックインを防ぐための研修として，県が主催する「調達研修」

に参加している。この研修は，情報システム調達に限らず調達全般に関す

るものであるが，あらゆる事業者が参入しやすい仕様書作りやRFIの積極

的な実施を推奨する内容であり，一定程度は参考になっている。（人口５万

人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ ベンダーロックインを防ぐための研修について，当町では，担当職員が
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J-LISの研修に参加している。この研修の内容を踏まえて，当町では，情報

システム間のデータ移行が円滑に行われるように，契約上，「中間標準レイ

アウトに準拠すること」や「データを納品すること」という規定を設ける

ようになった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 町単位だと情報システム担当者が少数なので，研修を実施することは物

理的に難しい。広域で，例えば県などが主催して研修を行ってもらえると

よいと思う。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ J-LIS主催の研修に参加することもあるが，場所が他県だと，出張費も出

ないので，なかなか参加しにくいのが現状である。（人口５万人未満の地方

公共団体） 

・ コンサルティング事業者から，発注支援業務の一環として，情報システ

ムの調達・開発・運用の各段階におけるマニュアル（基準書）の提出を受

けている。調達プロセス基準書の中には，ベンダーロックイン防止のため

の取組に関する内容も含まれている。（中核市又は人口20万人以上の地方

公共団体） 

 

また，情報システムに関する研修体制・マニュアル等の整備について，意見

交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 多くの地方公共団体において，マニュアルや研修の整備がされていない

など，ベンダーロックインを回避するための最低限の取組ができていない

ので，まずは，そのような取組を組織として着実に行う必要がある。 

・ 官公庁における個々の発注担当者の能力向上のための取組は，個々の官

公庁の努力だけでは到底できるものではないため，デジタル庁や総務省が

中心となって推進していく必要がある。 

 

(2) 競争政策上の考え方 

上記(1)の図表20及び図表22のとおり，現状，官公庁の中には，情報システム

調達に関する研修が不十分であったり，マニュアル等を整備していない官公庁

が存在する。ベンダーロックインの防止のためには，担当職員による取組に任

せるのではなく，組織的な対応が継続して行われることが重要であると考えら

れることから，研修体制やマニュアル等の整備により，多様なベンダーの参入

が見込まれる情報システムの構築に向けた体制が整備されることが競争政策

上望ましい。官公庁は，ベンダーロックインの防止や自身の情報システムの詳

細を把握するための研修を行ったり，ベンダーロックイン防止のための取組や，

担当職員間の引継ぎについてもマニュアル等に盛り込むことで，情報システム

に関する情報や知見を組織全体で共有し当該問題に取り組むことが望まれる。 
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なお，これらの対応については，必要に応じて，コンサルティング事業者の

ような民間事業者も活用しながら研修体制やマニュアル等の整備を実施する

ことも考えられる。 

一方，上記(1)の官公庁へのヒアリング結果によれば，特に，小規模な地方公

共団体における情報システムの担当者が少数であったり，十分な予算が確保さ

れていない場合には，単独の官公庁のみで，研修体制やマニュアル等の整備と

いった取組を十分にできない場合があると考えられる。そこで，国全体として

ベンダーロックインの防止に取り組んでいくためには，デジタル庁，総務省，

都道府県において，例えば，国又は複数の市区町村とともに，研修等の取組を

支援するとともに，都道府県と市区町村との間で情報を共有することができる

体制を支援するなど，官公庁の体制整備の促進・サポートを図ることが望まれ

る。 

 

第４ 情報システム調達におけるベンダー等の行為について 

上記第２及び第３において，情報システム調達の在り方と官公庁側の人員体制

等との観点から，一般的に，競争政策上望ましいと考えられる論点について整理

してきた。 

これとは別に，独占禁止法上の観点からみれば，官公庁が情報システム（又は

関連業務を含む。）を調達する際に，ベンダー等の事業者間の受注競争において，

各種の競争制限的な行為が行われる場合には，独占禁止法上問題となるおそれが

ある。そのような行為の有無を確認するため，官公庁及びベンダーに対し，独占

禁止法上問題となり得る行為の有無について，アンケート調査又はヒアリングを

行った。 

 

１ 仕様書の作成に際し，自社のみが対応できる機能を盛り込むことについて 

(1) 調査結果 

官公庁が，自らの業務目的を達成するための情報システムを新たに作り上げ

ること（いわゆるスクラッチ開発）を目的として，情報システム調達のための

仕様書を作成する際，あらかじめ，複数のベンダーに対し，どのような製品や

機能があるかなどについて意見を求める場合がある34。このような場合，官公

庁に対し，情報システムの仕様書の作成に関し，ベンダーから，自社又は特定

社のみが対応できる機能を盛り込んだ仕様書の作成を要求又は提示されたこ

とがあるかを質問したところ，「はい」と回答したのは，39機関（3.9％）（有

効回答数1,009）であった。 

                         
34 今後，政府では，共通的な基盤・機能を提供するガバメントクラウドを整備するとともに，ガ

バメントクラウド上に既存の SaaS 等を組み合わせて整備するという調達方法を推進していくと

いう方針が示されている（重点計画本文 96～97 頁参照）が，SaaS 等のパッケージを調達する際に

は，既製品の機能・システムをそのまま使うため，本項目のような問題は想定されにくい。 
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また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 特定のベンダーの独自仕様の提案を受けることがある。（複数の官公庁） 

・ 規模の小さな自治体では，職員だけで仕様書を作成することが難しい。

そのため，ベンダーから仕様書案をもらい修正して使っている。（人口５

万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 基本的に，仕様書の内容が特定の事業者のみに有利とならないように，

他の事業者からも仕様を提示してもらうなどし，複数事業者の仕様を見比

べて，複数事業者が参入できるような仕様書を作成するようにしている

が，ある案件では見落としもあり，誤って特定の事業者のみが対応可能な

仕様を採用してしまい，結局，当該事業者が本案件を受注することとなっ

てしまった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

これに対し，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見が

あった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ ベンダーの営業担当者としては，仕様書の意見招請等の際に，様々な手

段で自社の独自仕様を仕様書に仕込ませようとするインセンティブを有

している。 

・ 意見招請の段階においては，仕様書に特定の事業者のみが対応できる機

能が盛り込まれている場合はあり得るが，このような場合は，懸念点を意

見として提出するようにしているため，最終的な仕様書において，当該内

容が盛り込まれていることはあまり多くないものと認識している。 

 

さらに，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ パラマウントベッド事件35の審決を読むと，競争相手を排除する行為（以

下「排除行為」という。）の認定に関連して三つの要素36が読み取れるが，

                         
35 パラマウントベッド株式会社に対する件（平成 10年〔勧〕第３号，勧告審決平成 10年３月 31

日）においては，同社が，東京都財務局が指名競争入札等の方法により発注する都立病院向け医

療用ベッドについて，①同社のベッドのみが納入できる仕様書入札を実現して競争者を排除する

とともに，②入札参加者である販売業者に対して入札価格を指示し，これらの販売業者の事業活

動を支配することにより，それぞれ，同ベッドの取引分野における競争を実質的に制限していた。 
36 上記パラマウントベッド株式会社に対する件においては，排除行為の認定に関連して，以下の

三つの要素が示されている。 

①発注担当者が仕様に精通していないことに付け込み，不正確な情報等を提供して自社のみが対
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情報システムの場合についてみると，情報の非対称性が生まれやすいこと

から，ベンダーが仕様に対する働きかけをすると，一つ目と三つ目の点に

ついては結果として満たされてしまうことが多いと考えられる。二つ目の

点の評価をどのようにするのかは実態に応じて評価する必要がある。 

・ 官公庁の発注者を騙すといった詐欺等の要件が無くても，排除行為を認

定することができる場合はあるように思われる。官公庁側の「競争的な発

注を行う」という方針を理解した上で調達に参加する以上は，ベンダーは，

競争をゆがめるような手段を行わないということが前提になっていると

考えられる。 

・ 特定の仕様に限らず複数の仕様が官公庁側のニーズを満たすことができ

るにもかかわらず，ベンダーが特定の仕様を指定して他のベンダーの入札

参加を困難にし，その結果官公庁側のコストを増やしたなどということで

あれば，独占禁止法上問題になると考えられる。 

・ ベンダーの提案が，官公庁にとって不利益になっていないかどうかを判

断するには，官公庁側が，他のベンダーが参入できないような仕様になっ

ていないかの評価をできるようになることが重要である。 

・ 官公庁側も特定の仕様を採用したい場合には，本来は企画競争等で調達

を行うべきであるところ，大変だからという理由で競争入札になってしま

い，仕様が限定的で特定のベンダーしか応札できないという問題が生じる

のではないかと考えられる。 

 

(2) 独占禁止法上の考え方 

官公庁の情報システム調達において，ベンダーが，発注担当者が仕様に精通

していないことに付け込み不正確な情報を提供するなどして自社のみが対応

できる仕様書による入札を実現し，自社の仕様を盛り込むことにより，他のベ

ンダーの入札参加を困難にさせ，官公庁の入札方針に反する入札をさせている

場合などには，独占禁止法上問題となるおそれがある（私的独占等）。 

パラマウントベッド株式会社に対する件（平成10年〔勧〕第３号）において

は，排除行為の認定に関連して，脚注36のとおり，①ないし③の三つの要素が

示されているが，情報システム調達においては，官公庁とベンダーとの間に，

通常，一定程度の情報格差があると考えられることから，不正確な情報を提供

するなどして自社のみが対応できる仕様を盛り込ませることは，一般的には上

記①に該当しやすい状況であると考えられる。また，官公庁が調達を行う場合，

公共物である官公庁の情報システムにおいて，特定の事業者のみが対応できる

                         
応できる仕様書による入札を実現すること 

②自社の仕様を盛り込むことにより，競争事業者のコストを引き上げ，入札への参加を困難にす

ること 

③ベンダーが官公庁の方針に反する入札をさせていること 
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仕様や他社の入札参加を困難にするような仕様を望むことは通常考えられな

いため，ベンダーが自社の製品・技術のメリットを官公庁に説明するにとどま

らず，自社の製品・技術のみが適合する仕様書を作成させたり，他社の入札参

加を困難にさせることは，官公庁の方針に反しているといえ，上記③に該当し

やすい状況であると考えられる37。 

このため，ベンダーとしては，官公庁への提案に際し，自社独自の製品であ

るか汎用品であるかを明示すること，官公庁からの要求による仕様書の作成や

修正，入札方式の決定などについて，虚偽の説明などの不当な働きかけをしな

いこと，発注担当者が情報システムに精通していないことに付け込んで，自社

のみが対応できる仕様とならないことなどに留意すべきである。ベンダーは，

官公庁の要求を満たすためには他社製品では代替できないなどの場合は，事前

にその合理的根拠を官公庁に示すことが重要であると考えられる。 

また，官公庁としては，ベンダーとの情報の非対称性を減らすために内部で

情報システムに係る知見を蓄積しておくとともに，競争的な発注を行う旨の自

身の調達方針を明確化し対外的に示すことにより，ベンダーに対しこれを認識

させることが，官公庁の方針に反する入札の防止につながると考えられる。さ

らに，特定のベンダーの独自仕様が含まれないようにする観点から，官公庁が

作成した仕様書案に対して多様なベンダーから意見を募り，その意見を仕様書

案に反映する意見招請などを実施することが重要であると考えられる。 

なお，情報システムによっては，単に価格だけで情報システムに係る発注先

を決めるのではなく，その機能や整備方法等も含めて検討したい場合もあると

考えられるところ，単に価格だけでなく品質も踏まえた競争を行う総合評価方

式等の調達方式を実施しやすくするような環境整備も重要であると考えられ

る。 

 

２ 合理的理由の無い，仕様の開示の拒否，データの引継ぎの拒否等について 

(1) 調査結果 

官公庁の既存システムの保守や改修，他の情報システムとの連携等を新しい

ベンダーに委託する際には，既存ベンダーへの作業を依頼する必要がある場合

がある。そのような場合に，既存ベンダーから，合理的な理由無く，既存シス

テムの仕様の公開の拒否，データの引継ぎの拒否又は他の情報システムとの接

続の拒否をされたことがあるかを質問したところ，「はい」と回答したのは，

21機関（2.1％）（有効回答数1,009）であった。 

また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のとおり，特にデータの

                         
37 株式会社フジタに対する件（平成 30 年〔措〕第 12 号，排除措置命令平成 30 年 6 月 14 日）に

おいては，フジタ東北支店に再就職した東北農政局元職員から，発注者である東北農政局の職員

に対して，技術提案書の提出期限前に，技術提案書の添削等を依頼し，フジタ東北支店において

当該添削等を踏まえて技術提案書を作成して東北農政局に提出するなどの事実が認められたもの

であるが，発注者が関与していた場合であっても，独占禁止法上の問題となるおそれがある。 
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引継ぎについて，高額な費用を請求されたなどの意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 既存システムから新システムへの移行を行う際，情報システム間のデー

タ移行のために，既存システムのデータベース構造の開示を求めたとこ

ろ，既存ベンダーから「データベース構造は当社の知的財産権が関係する

事項なので，開示することはできない」と難色を示された。その結果，当

市は，既存ベンダーに対して，追加費用を支払って，当該データベース構

造を他のベンダーでも意味が分かる形に変換・抽出してもらうことによ

り，当該構造の内容を開示してもらうという対応を取らざるを得なかっ

た。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 他のベンダーの情報システムに変更しようとした際，既存ベンダーにシ

ステム変更のための見積りを依頼したところ，データ移行に係る費用につ

いて非常に高額な見積書が提出され，情報システムの変更を断念したこと

がある。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 新しい情報システムへのデータ移行時に，既存ベンダーから多額の費用

を請求されたことがあり，そのデータが当該システムに不可欠であったこ

とからやむを得ず支払ったことがある。（中核市又は人口20万人以上の地

方公共団体） 

・ 公共施設予約システムを更新する際に，既存ベンダーからデータの移行

費用として5000万円を請求され，データ移行を依頼することを断念した。

代わりに，職員で一つ一つのデータを手打ちで移行する作業を行った。将

来的にデータ移行をすることが予想されるのであれば，既存ベンダーとの

契約時にその旨を仕様書に書いておくべきだったし，現在は，そのような

仕様書にして対策している。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 他のベンダーの情報システムに変更を検討しているときに，既存ベン

ダーからデータの移行を拒否され，情報システムの変更を断念したことが

ある。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

 

これに対し，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見が

あった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ 政府のガイドライン等に基づき，ベンダーが代わる際の対応があらかじ

め仕様書に盛り込まれている場合が多くなっている。したがって，当社の

情報システムから他の情報システムへのデータ移行に際しても，あらかじ

めデータ抽出費用を応札価格に含めているため，当社が官公庁に対して当

該費用を追加で請求することはない。 
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・ 情報システム構築後のデータ移行を見越した契約になっていることは多

くないので，実際にデータ移行が必要になった際に，ベンダーの責任で行

うことが多い。既存ベンダーから，データ移行費用について，驚くような

高額の見積書が提出されたことがあるが，引継ぎ自体を拒否されたことは

無い。反対に当社が既存ベンダーの場合は，社内のチェック体制により，

高額な見積りは出せない仕組みになっているし，実際に出したこともな

い。円滑に引継ぎを行っている。 

 

さらに，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ ケースバイケースだが，官公庁が既存システムの仕様の中身が分からな

い中で，高額の費用請求をされても断れないという状況にある場合に，多

数の工数が掛かるわけではないにもかかわらず，高額なデータ移行費用を

請求するようなものは，明らかに独占禁止法上の問題となると考えられ

る。 

・ 一般論としては，不当な手段により，アフターマーケットにおける競争

者を排除できる地位を策出して，それを前提に，取引拒絶を行い競争者を

排除する場合には，知的財産権をベンダーが有していたとしても単独の取

引拒絶等で規制できる場合はあると考えられる。 

・ 本来は，データ移行についてあらかじめ仕様書で明確に定義すべきだと

思うが，将来を見越して仕様を作成するのは難しいことなので，データ移

行時に地方公共団体が困らないように，デジタル庁が，これに関するガイ

ドラインを作成したり，相談窓口を設置したりすべきである。 

・ ベンダーは，知的財産権を理由にデータの引継ぎを拒否したり，高額な

費用を請求したりするが，地方公共団体に対しては，守秘義務を結んだ上

で提供するなどの対応も大切かと思う。 

 

(2) 独占禁止法上の考え方 

官公庁の既存システムの保守や改修，他の情報システムとの連携等を既存ベ

ンダー以外の他のベンダーに委託する際には，既存ベンダーにデータの引継ぎ

等の作業を依頼する必要がある場合がある。この際，既存ベンダーが，知的財

産権を有する場合に，権利の行使と認められる範囲内で，既存システムの仕様

の開示や接続，データの引継ぎ等を拒否することや，適正な対価を請求するこ

と自体が，直ちに独占禁止法上の問題となるわけではない。 

一方で，既存ベンダーが，官公庁（作業に関連する他のベンダーを含む。）

に対し，合理的な理由が無いにもかかわらず，他のベンダーに対して仕様の開

示を拒否すること，他の情報システムとの接続を拒否すること，又は既存シス
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テムから新システムへのデータ移行を拒否すること（事実上拒否するのと同視

し得る程度に高額なデータ移行のための費用を請求する場合を含む。）などに

より，他のベンダーが，官公庁の情報システムに関する入札に参加することや

受注することができないようにさせる場合や，受注後の作業の遂行に支障が出

るようにさせる場合には，独占禁止法上問題となるおそれがある（取引妨害）。 

どのような場合に合理的理由が無いと判断され得るかについては，例えば，

既存ベンダーが新規ベンダーを排除することを目的として，合理的な算定根拠

がなく，簡単にデータの出力ができるにもかかわらず，仕様の開示や接続のた

めに高額な費用を請求すること，知的財産権やノウハウとは無関係な部分であ

るにもかかわらず，それらを理由として開示等を拒否することなどが考えられ

る。 

また，ベンダーが知的財産権を有する場合であっても，ベンダーが，知的財

産権が無いと偽って官公庁の情報システム調達を受注した後，官公庁が他の情

報システムに切り替える際に，知的財産権を理由にデータの引継ぎ等を拒むこ

とは，知的財産権制度の趣旨を逸脱するものと認められ，独占禁止法上の問題

となるおそれがある（取引妨害等）。 

このため，官公庁は，情報システム構築の際に，当該システムの構築ベンダー

以外のベンダーが改修・運用を行いやすいよう，知的財産権の所有関係，費用

負担の考え方，当該システムを理解する上で必要な資料の整備，ソースコード

の提供等をあらかじめ契約書等に明記することが望まれる。これらの対策は，

ベンダーロックインの回避のためにも重要な取組であり，全ての官公庁に対し

周知・徹底すべきことであることから，デジタル庁が，仕様書・契約書のひな

形等を作成し，統一的に周知するほか，官公庁の調達時の判断に当たっての相

談窓口を設けるなどの対応を取ることが望まれる。 

また，ベンダーとしては，コスト負担の金額については，その内訳や理由に

ついて，官公庁側に十分説明すること，開示や接続等を拒否する場合には，そ

の理由を十分に官公庁側に説明し対応を協議すること，仮に知的財産権が含ま

れる場合でも，支障のないように対応できる方法が無いか官公庁側と協議する

ことなどが考えられる。 

 

３ 既存ベンダーからの，別々の物品・役務を一括発注することなどの要求につい

て 

(1) 調査結果 

官公庁に対し，既存ベンダーから，既存システムの運営での不利益を示唆さ

れることなどにより，①他の情報システムの調達について，他のベンダーに委

託しないように要求されたり，②別々の物品・役務（例：情報システム構築業

務のほか，保守業務についても併せて発注することなど）も一括発注するよう

に要求されたことがあるかを質問したところ，①については，「はい」と回答

したのは，８機関（0.8％）（有効回答数1,009），②については，「はい」と
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回答したのは，26機関（2.6％）（有効回答数1,009）であった。 

また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のとおり，一括発注のほ

か，情報システムの利用に際し，特定の物品の購入を指定されたとの意見も

あった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ これまで，情報システムとネットワークを一社で運用していたところ，

情報システムとネットワークを別案件として発注することになった際に，

既存ベンダーから，マルチベンダー38になってしまうと，責任の切り分け

を職員が判断しなければならなくなると言われた。結局，マルチベンダー

となり，職員の作業量の観点からは増加したが，情報システムに係る金銭

的なコストとしては安くなった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 基本的には，ハードウェアとソフトウェアを別々に入札に掛けることと

しているが，「情報システムトラブルの際に，ハードウェアとソフトウェ

アのどちらに問題があるか分からないこともあるため，ハードウェアとソ

フトウェアを一括で受注したい。」と言うベンダーもおり，一括発注せざ

る得ない場合もある。（人口５万人以上20万人未満の地方公共団体） 

・ 情報システムを導入した際に，ベンダーから，同社製のサーバもセット

で導入しないと保守の対象外とすると要求されたことがある。（中核市又

は人口20万人以上の地方公共団体） 

・ ベンダーから「動作確認が取れていないハードウェアだと情報システム

の安定稼働の保証対象外である」と言われ，当該ハードウェアを購入せざ

るを得なかった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ ベンダーから「特定メーカーの端末を使用しないと，情報システムの安

定的な稼働は保証できない。」と言われ，当該システムを利用できること

を条件に端末の入札を行った結果，当該特定メーカーの端末を調達するこ

としかできなかった。（都道府県） 

・ ベンダーから「指定するプリンター以外を利用すれば別途，情報システ

ムに対応させるための設定費用がかかる」と言われ，当該プリンターを購

入せざるを得なかった。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

 

 

 

 

 

                         
38 「マルチベンダー」とは，複数のベンダーの製品を組み合せて情報システムを構築することを

いう。 
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これに対し，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見が

あった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ 物品と役務をまとめて調達するのではなく，別々に発注してくれれば入

札に参加できるのにと感じることがある。 

・ ベンダーが，官公庁に対し，パッケージソフトを販売する際に，クラウ

ドやそれに係るアプリ開発も一緒に導入してくれたら，当該パッケージソ

フトは安価又は無料で提供するという提案をしている。官公庁は，こうし

た物品（パッケージソフトの購入）と役務（クラウドの導入，アプリ開発

等）は明確に分けて発注すべきだと思う。 

 

さらに，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 一概に組合せを指定したりすることが悪いということではないが，不合

理な形で抱き合わせをしたり，不利益を示唆したりすることについては，

独占禁止法上の問題となり得ると考えられる。 

・ PaaS提供事業者が，官公庁に対し，自身のアプリ開発環境の提供に加え，

SaaSアプリ開発についても自身に併せて発注させる場合もあるのではな

いかと考えられる。 

・ ケースバイケースだが，ベンダー側のどういう働きかけが不当なのか整

理して，ガイドラインに含めるべきだと思う。 

・ 仕様書にあらかじめ要件を書いておくということは防御策として重要で

あると考えられる。 

 

(2) 独占禁止法上の考え方 

既存ベンダーが，官公庁に対して，既存システムの運営等での不利益を示唆

するなどにより，その後の情報システム調達について他のベンダーに委託しな

いよう要求すること，また，虚偽の説明をするなどして別々の物品・役務を一

緒に委託させること（一括発注させること）により（例えば，情報システムの

構築のほか保守についても併せて発注することなど），自社との取引を強要し，

他のベンダーに委託できないようにする場合には，独占禁止法上問題となるお

それがある（排他条件付取引，抱き合わせ販売等）。 

また，どのような内容・方法の働きかけであれば，問題となり得るかについ

ては，例えば，特定の物品の購入の指定の際に，本来であれば，セット購入で

ある必要がない，安定稼働の保証対象外というわけではないにもかかわらず，

発注担当者が情報システムに精通していないことに付け込むなどのぎまん行
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為があるか否かなどが考慮されると考えられる。他方，特定の物品の購入の指

定に関し，技術的な必要性があるなどの合理的な理由があれば問題ないと考え

られる。 

このため，官公庁は，当該システムの内容について官公庁においても十分に

把握しておくこと，既存ベンダーとの契約途中で不利益を実施されないよう，

そのような行為を禁止する旨や，費用や保守内容などの契約条件についてあら

かじめ契約に明確に記しておくことなどに留意する必要があると考えられる。 

一方，複数の製品の組合せが官公庁にとって有益であるとして，ベンダーが

官公庁に提案すること自体は，通常の営業行為であり，直ちに独占禁止法上問

題となるものではない。ただし，ベンダーとしては，一括発注の方が官公庁に

とって有益である場合，又は，特定の製品を購入しないことにより，安定稼働

の保証対象外となったり，初期設定等により追加コストが発生する場合には，

その理由や費用内訳について官公庁にあらかじめ十分に説明する必要がある。

他方，特定の製品を購入しない場合には，購入する場合と比して合理的な理由

無く高額な追加コストを設定し，特定の製品を購入せざるを得なくさせるなど，

追加コストが抱き合わせ販売を行うために設定されているような場合には，独

占禁止法上問題となるおそれがあるので，留意する必要がある。 

 

４ 安値応札について 

(1) 調査結果 

官公庁に対し，自らの情報システム調達案件において，ベンダーが予定価格

を大きく下回るような安値応札を行った事例があるかを質問したところ，「は

い」と回答したのは，35機関（3.5％）（有効回答数1,009）であった。 

また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，原価割れと思われる価格で入

札するなどの安値応札の事例もみられたが，ベンダーが安値応札を行った理由

や背景などの詳細は不明であった。 

これに対し，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見が

あった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ ベンダーは，例えば，情報システム構築業務の発注において，その後の

保守業務で利益を確保することを想定して，安値応札を行う場合がある。

官公庁は，保守業務等の後継業務がセットで委託されることが無いことを

明確に示しておけば，情報システム構築業務案件において，ベンダーは，

適正な価格で応札すると考えられる。 

・ １円入札のようなあからさまなものは減ってきているが，当社と同じよ

うな単価であると想定される他のベンダーが，当社の10分の１の金額で入

札している場合はある。当然，当社としても値引きをすることがあるが，
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合理的な値引き幅を設定することが当社のルールとなっている。 

・ ここ数年，中央省庁の発注においては，安値応札が発生した場合は，応

札者から理由を聴取したり，後継業務を安易に特命随意契約にしないよう

にしたりするなどの対応を行っているため，極端な安値応札はあまり行わ

れていないと思われる。 

 

さらに，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ 情報システムにおいては，ネットワーク効果によって利便性が向上する

ことから，仕様書だけでは定義できない，また，価格だけでは決められな

い価値が増えてきているのが難しいところだと感じている。正当な場合と

不当な場合を事例化していくことは価値があると思う。 

・ 官公庁側の発注の仕方の問題もあると思うし，官公庁の体制整備も行う

必要がある。 

・ 導入した情報システムを変えたいと思ったときにスイッチングできない

ことが問題である。一度受注したからといって，不当に優位性を維持する

ことができないようにする仕組みにすることが大事であると考えられる。 

 

(2) 独占禁止法上及び競争政策上の考え方 

官公庁における情報システム調達に際し，ベンダーが，当該調達に対して，

供給に要する費用を著しく下回る（入札）価格で繰り返し受注することにより，

他のベンダーが受注の機会を得られなくなるなど，他のベンダーの事業活動を

困難にさせるおそれが生じる場合は，独占禁止法上問題となるおそれがある39

（不当廉売）。 

安値応札において，他のベンダーの事業活動に与える影響を判断するに当

たっては，後継業務や類似の発注において，技術面，コスト面等で有利になる

という情報システム調達の特殊性を考慮する必要がある40。後継業務が想定さ

れる情報システム調達案件において，安値応札により受注したベンダーが，後

継業務を随意契約で発注することを働きかけ，その結果，官公庁が適切な発注

方法を採らず，当該ベンダーに対して随意契約等により後継業務を発注するこ

ととなった場合には，ベンダーロックインと同様の効果が発生することとなり，

競争政策上望ましくない。 

                         
39 参考事例として，株式会社エヌ・ティ・ティ・データに対する件（警告平成14年４月12日），

松下電器産業株式会社に対する件（警告平成16年12月14日）並びにヤフー株式会社及びシンワアー

トオークション株式会社に対する件（警告平成17年12月９日）。 
40 「官公庁等の情報システム調達における安値受注について」（平成13年１月31日公正取引委員

会）及び「林野庁地方森林管理局発注の衛星携帯電話端末の安値入札に係る独占禁止法違反被疑

事件の処理について」（審査終了平成25年４月24日） 
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官公庁は，入札を行う際に，関連する業務であっても，当該発注に含まれな

いものは別途の入札等に付すことを明確化するよう努めるとともに，価格と並

行してベンダーの技術力等を十分に評価できるような調達方式を実施してい

くことが競争政策上望ましい。また，近年の情報システムに係るビジネス手法

として，例えば，初年度の情報システム利用料は無料で，翌年度以降に利用料

が発生するといった，当初費用は無料又は安価で情報システムを導入できる場

合がある。当該手法自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではないものの，

官公庁は，当初費用が安値であっても，その後においてベンダーロックインと

同様の効果が発生する可能性があることについて認識すべきであり，上記第２

のとおり，官公庁における情報システム調達の競争性を高め，スイッチングコ

ストを下げる取組を進め，後継業務において不当な優位性を作らせないことが

重要であると考えられる。 

 

５ ベンダー間等の受注調整について 

(1) 調査結果 

官公庁に対し，情報システム調達において，ベンダー間の受注調整が疑われ

る入札が行われたことがあるかを質問したところ，「はい」と回答したのは，

５機関（0.5％）（有効回答数1,009）であった。 

また，官公庁へのヒアリングを行ったところ，以下のような意見があった。 

 

【官公庁へのヒアリングにおける意見】 

・ 地方公共団体から特定業務の委託を受けている事業者のみが，特定の情

報システムを受注できるようになっているというルールがあるという話

を聞いたことがある。（人口５万人未満の地方公共団体） 

・ 特定の情報システムについて，かつては複数のベンダーが入札に参加し

て競争が行われていたが，近年では，既存ベンダーしか入札に参加してい

ない。既存ベンダー以外には，RFIに対する情報提供だけでなく，製品に係

る情報提供さえ断られており，自分としては，ベンダー間で受注調整が行

われていることを疑っている。（人口５万人未満の地方公共団体） 

 

これに対し，ベンダーへのヒアリングを行ったところ，以下のような意見が

あった。 

 

【ベンダーへのヒアリングにおける意見】 

・ 仕様書作成等の発注支援業務を行う際に，コンサルティング事業者が，

懇意のベンダーに有利な内容の仕様を盛り込んで，その後の情報システム

構築業務において，当該ベンダーが受注できるようにし，見返りとして当

該ベンダーからキックバックを受領していることがあるとの話を聞いた
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ことがある。 

・ 以前は，発注支援業務と情報システム構築業務の双方を行っている事業

者間において，互いの案件を受注できるようにしていたという話を聞いた

ことがある。 

 

さらに，意見交換会等において，有識者からは，以下のような意見があった。 

 

【有識者からの意見】 

・ コンサルティング事業者とベンダー間で案件の回し合いがあるという話

を聞いたことがある。 

・ 発注支援業務に係る受注調整と同様の考え方で，PaaS提供事業者が，ク

ラウドインフラを整備するとともに，そこでのSaaS開発について，特定の

ベンダーを受注予定者として決定することも可能ではないかと考えられ

る。 

・ 発注支援業務等を行う事業者が関与していた私的独占や不当な取引制限

の事例としては，福井県経済農業協同組合連合会に対する件41や全日本空

輸株式会社が発注する制服の販売業者に対する件42が挙げられる。 

 

(2) 独占禁止法上の考え方 

官公庁における情報システム調達の入札等に際し，ベンダーが，共同して，

受注予定者を決定し，受注予定者が受注できるようにしていた場合，独占禁止

法上問題となるおそれがある（不当な取引制限）。 

また，受注調整の行為者となるのは，ベンダーのみに限られない。例えば，

官公庁の発注支援業務を行うコンサルティング事業者が，ベンダーによる受注

調整を容易にするため，受注予定者となっているベンダーが有利となるように

仕様書を作成すること，又は，受注予定者に対し，仕様書の内容を事前に提供

し，受注予定者が仕様書の基準に合致した情報システムを確実に準備できるよ

うにすることなどにより，受注予定者が受注できるようにする場合などには，

コンサルティング事業者の行為が独占禁止法上問題となるおそれがある（私的

                         
41 福井県経済農業協同組合連合会に対する件（平成 27 年〔措〕第２号，排除措置命令平成 27 年

１月 16 日）においては，同連合会が，穀物乾燥・調整・貯蔵施設工事について，受注予定者を指

定するとともに，受注予定者が受注できるように，入札参加者に入札すべき価格を指示し，当該

価格で入札させることによって，これらの事業者の事業活動を支配していた。 
42 全日本空輸株式会社が発注する制服の販売業者に対する件（平成 30 年〔措〕第 13 号，排除措

置命令平成 30 年７月 12 日）においては，全日本空輸株式会社発注の制服の販売業者が，受注予

定者を決定し，受注予定者が受注できるようにする旨を合意していた。また，本件においては，

全日本空輸株式会社が仕様書の企画・作成等に関する業務を委託していたことを理由として調達

を予定していなかった事業者が，他の販売業者に対して本件制服の完成品見本等を事前に提供す

るなどして受注予定者が受注できるように合意していたことから，当該事業者に対しても排除措

置命令が行われている。 
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独占，不当な取引制限）。また，発注支援業務と情報システム構築業務の両方

を行うことができる複数のコンサルティング事業者において，自らが発注支援

業務を受注した際に，他のコンサルティング事業者が情報システム構築業務を

受注できるように協力し合う場合などにも，同様に独占禁止法上問題となるお

それがある（私的独占，不当な取引制限）。 

このほか，官公庁の発注支援業務を行うコンサルティング事業者が，ベン

ダーと共謀し，不正確な情報を提供するなどして当該ベンダーのみが対応でき

る仕様を盛り込むことにより，他のベンダーの入札参加を困難にさせた場合な

どには，コンサルティング事業者が独占禁止法上問題となるおそれがある（私

的独占）。 

 

第５ 公正取引委員会の今後の対応 

本報告書においては，上記第１の３記載の検討事項に基づき，官公庁の情報シ

ステム調達について，ベンダーロックインが回避されることなどにより，多様な

ベンダーが参入しやすい環境を整備することが重要であるとの認識の下，官公庁

の情報システム調達の実態を把握するための調査を実施した上で，情報システム

の疎結合化，オープンな仕様の設計・情報システムのオープンソース化，組織・

人員体制の整備等について，競争政策上及び独占禁止法上の考え方を明らかにし

た。公正取引委員会としては，デジタル庁等の関係府省庁と連携しながら，本報

告書で示した考え方の普及・啓発に努めることにより，官公庁，ベンダー等にお

いて自主的な取組が行われ，官公庁の情報システム調達において公正かつ自由な

競争が促進されることを期待する。加えて，情報システム調達における独占禁止

法違反行為に対しては，厳正に対処していく。さらに，行政のデジタル化の推進

が喫緊の課題であり，デジタル社会の実現に遅れがあってはならないことから，

公正取引委員会としては，我が国のネットワークを含む情報システムに関して，

多様なベンダーの新規参入の促進が図られているかなどについて，フォローアッ

プを行うなど，引き続き，当該分野を注視し，デジタル庁と連携して，競争環境

の整備を行っていく。 

また，意見交換会において，有識者からは，病院の情報システムについて，電

子カルテのデータの標準化やその改修に際しての問題点など，病院とベンダーに

係る取引についても指摘があった。本調査は，官公庁における情報システムを対

象に実施したものの，民間における情報システムに係る取引においても，本報告

書と同様の論点を有する部分については本報告書における考え方が有用である

と考えられることから，官公庁にとどまらず広く情報システム調達に携わる関係

者においても，本報告書で示した考え方に留意し，ベンダーロックインや独占禁

止法違反行為の未然防止に取り組むことを期待する。 

 

以上 



 

情報システム調達に関する意見交換会について 

 

 

１．意見交換会の有識者等  

[五十音順，敬称略] 

有識者    大橋  弘  東京大学 公共政策大学院 院長 

       落合 孝文  渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士 

       川濵  昇  京都大学 公共政策大学院・法学研究科 教授 

       楠  茂樹  上智大学 法学部国際関係法学科 教授 

       関  治之  一般社団法人コード・フォー・ジャパン 代表理事 

       武田 邦宣  大阪大学 大学院 法学研究科 教授 

       吉本 翔生  株式会社 WiseVine 代表取締役社長 

オブザーバー デジタル庁，総務省 

（役職は令和３年 10 月現在） 

 

 

２．検討事項  

国の機関及び地方公共団体における情報システム調達に関する競争政策上・独占禁

止法上の論点及び考え方について 

 

 

※ 第１回意見交換会：令和３年９月７日開催，第２回意見交換会：令和３年 10 月

15 日開催

※ 議事録等の掲載場所（ＵＲＬ）は下記のとおり。 

https://www.jftc.go.jp/soshiki/kyotsukoukai/kenkyukai/jouhousystem/ra.html 

別紙 


